
看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）
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基準は、指定地域密着型サービスの事業がその目的を達成するために必要な
最低限度の基準を定めたものであり、指定地域密着型サービス事業者は、常
にその事業の運営の向上に努めなければならないこと。

指定地域密着型サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基
準等を満たさない場合には、指定地域密着型サービスの指定又は更新は受け
られない

指定地域密着型サービスの事業の多くの分野においては、基準に合致するこ
とを前提に自由に事業への参入を認めていること等にかんがみ、基準違反に
対しては、厳正に対応すべきであること。

ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものと
して、直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止す
ることができるものであること。

①　次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反し
たとき
イ　指定地域密着型サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を
適正に受けなかったとき
ロ　居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業
者によるサービスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益
を供与したとき
ハ　居宅介護支援事業者又はその従業者から、事業所の退居者を紹介するこ
との対償として、金品その他の財産上の利益を収受したとき
②　利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき
③　その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき

【看護小規模多機能型居宅介護】　運営基準等（2022年10月版）

※本チェックリストは、いわゆる赤本・青本・緑本等に掲載されている各種基準・告示・通知・QA・関連法令等を、通読
できるかたちに再編集したものです（準用規定もあるため一部サービス名が異なっている場合があります）。
※ローカルルール等もありますが、ここに示す国が定めた基本を理解することが重要です。本チェックリストをきっかけ
に、原典にもあたって頂き、必要に応じて指定権者や保険者等に確認をするようにして下さい。

【総則】　基準の性格

基準に違反することが明らかになった場合には、①相当の期間を定めて基準を
遵守する勧告を行い、②相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者
名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、③正当な理由が
無く、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、相当の期間を定めて当該勧
告に係る措置をとるよう命令することができるものであること。

ただし、③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公表しなけ
ればならない。なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、
又は取消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を
停止すること（不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当該
サービスに関する介護報酬の請求を停止させること）ができる。
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事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものとする

例外的に、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等であって、次の要件を
満たすものについては、一体的なサービス提供の単位として「事業所」に含め
て指定することができる取扱いとする。

「育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置」が講じられている場
合、30時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が
勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とする。

(１)　「常勤換算方法」
当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が
勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）で除するこ
とにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法
をいう

勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務
時間の延べ数であり、例えば、指定小規模多機能型居宅介護事業所と指定認
知症対応型共同生活介護事業所を併設している場合であって、ある従業者が
指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者と指
定認知症対応型共同生活介護事業所の介護従業者を兼務する場合、指定小
規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の勤務延
時間数には、指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介
護従業者としての勤務時間だけを算入することとなるものであること。

①利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導
等が一体的に行われること。
②職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随
時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制（例えば、
当該出張所等の従業者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合に、
主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制）にあること。
③苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
④事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運
営規程が定められること。
⑤人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われる
こと。

【総則】　用語の定義

【総則】　事業者指定の単位
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(２)　「勤務延時間数」
勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係
るサービスの提供のための準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明
確に位置付けられている時間の合計数とする。

なお、従業者１人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当
該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とする

(３)　「常勤」
当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の
従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）に
達していることをいう

（改）母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の
措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業
所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30
時間として取り扱うことを可能とする。

同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該
事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものに
ついては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時
間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。
例）一の事業者によって行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事
業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支
援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間に
達していれば、常勤要件を満たす

＜常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い＞
常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また休暇を取った場合
に、その出張や休暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。
14.3.28 事務連絡 運営基準等に係るQ&A ／Ⅰ

（前略）非常勤の従業者の休暇や出張（以下「休暇等」）の時間は、サービス提
供に従事する時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には
含めない。
なお、常勤の従業者の休暇等の期間についてはその期間が暦月で1月を超え
るものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。

＜サテライト事業所＞

本体事業所の従業者がサテライト事業所の登録者に対して訪問サービスを
行った場合、本体事業所の勤務時間として取り扱ってよいか。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日）」の送付について ／157

本体事業所における勤務時間として取り扱い、常勤換算方法の勤務延時間数
に含めることとする。
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(４)　「専ら従事する」「専ら提供に当たる」
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しな
いことをいう

サービス提供時間帯とは、当該従事者の当該事業所における勤務時間をいう
ものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。

＜常勤要件について＞

　各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児
休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成
３年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）の所定労働時間の短縮措
置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間としていると
きは、当該対象者については30時間勤務することで「常勤」として取り扱って良
いか。
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関す
るQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／1

　そのような取扱いで差し支えない。

（改）人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が産前産後休
業、介護休業、育児休業等を取得中の期間において、当該人員基準において
求められる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換
算することにより、人員基準を満たすことが可能

（改）＜人員配置基準における両立支援＞
人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産
前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数
の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあ
るが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断するのか。
3.3.19 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和３年３
月19日）」の送付について  ／1

＜常勤の計算＞
・育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加え、同法
による介護の短時間勤務制度や、男女雇用機会均等法による母性健康管理
措置としての勤務時間の短縮等を利用する場合についても、30時間以上の勤
務で、常勤扱いとする。

＜常勤換算の計算＞
・職員が、育児・介護休業法による短時間勤務制度や母性健康管理措置として
の勤務時間の短縮等を利用する場合、週30時間以上の勤務で、常勤換算上も
１と扱う。※ 平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成27年４月１日）問２
は削除する。

＜同等の資質を有する者の特例＞
・「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業、育児
休業に準ずる休業、母性健康管理措置としての休業を取得した場合に、同等
の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満
たすことを認める。
・なお、「同等の資質を有する」とは、当該休業を取得した職員の配置により満
たしていた、勤続年数や所定の研修の修了など各施設基準や加算の算定要件
として定められた資質を満たすことである。
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ただし、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護については、これらにより難い合理的な理由がある場合
には、他の適切な方法により利用者数を推定するものとする。

新たに事業を開始し、若しくは再開し、又は増床した事業者又は施設において
は、新設又は増床分のベッドに関しては、前年度において１年未満の実績しか
ない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。）の利用者数等は、新設又は
増床の時点から６月未満の間は、便宜上、ベッド数（指定小規模多機能型居宅
介護に係る小規模多機能型居宅介護従業者又は指定看護小規模多機能型居
宅介護に係る看護小規模多機能型居宅介護従業者の員数を算定する場合は
通いサービスの利用定員）の90％を利用者数等とし、新設又は増床の時点か
ら６月以上１年未満の間は、直近の６月における全利用者等の延数を６月間の
日数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から１年以上経過している場合
は、直近１年間における全利用者等の延数を１年間の日数で除して得た数とす
る。また、減床の場合には、減床後の実績が３月以上あるときは、減床後の利
用者数等の延数を延日数で除して得た数とする。

なお、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスに係る指定の申請時にお
いて通いサービスを行うために確保すべき小規模多機能型居宅介護従業者又
は看護小規模多機能型居宅介護従業者の員数は、基本的には通いサービス
の利用定員の90％を基に算定すべきであるが、小規模多機能型居宅介護又
は看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容や報酬に照らして定員相当
の利用者が集まるまでに時間を要することも考慮し、当面、新設の時点から６
月未満の間は、３以上の数で、指定の際に事業者からあらかじめ届け出られた
利用者見込数を前提に算定することとして差し支えない。この場合において、
届け出られた通いサービスの利用者見込数を超える状況となれば、事業者は
届出内容を変更する必要がある。

(５)　「前年度の平均値」
①当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月31日をもって終わる年度
とする。以下同じ。）の平均を用いる。この場合、利用者数等の平均は、前年度
の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均利
用者数等の算定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げる
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指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に
利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の
ため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する
等の措置を講じなければならない。

指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当
たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他
必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

この場合において、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ：Ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ　ｃａｒｅ　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏｒ　Ｅｖｉｄｅｎｃｅ）」に情報を提出し、当該情報及びフィー
ドバック情報を活用することが望ましい（この点については、以下の他のサービ
ス種類についても同様とする。）。

【総則】　指定地域密着型サービスの事業の一般原則

指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営
するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の地域密着型サー
ビス事業者又は居宅サービス事業者（居宅サービス事業を行う者をいう。以下
同じ。）その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に
努めなければならない。
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交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以下「交付等」とい
う。）のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想
定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、
電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識すること
ができない方法をいう。）によることができる。

電磁的記録について

居宅基準第217条第１項及び予防基準第293条第１項は、指定居宅サービス事
業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者等（以下「事業者等」という。）の
書面の保存等に係る負担の軽減を図るため、事業者等は、この省令で規定す
る書面（被保険者証に関するものを除く。）の作成、保存等を次に掲げる電磁的
記録により行うことができることとしたものである。

(１)　電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法によるこ
と。

(２)　電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。

①　作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

②　書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記
録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディス
ク等をもって調製するファイルにより保存する方法

(３)　その他、居宅基準第217条第１項及び予防基準第293条第１項において電
磁的記録により行うことができるとされているものは、(１)及び(２)に準じた方法
によること。

(４)　また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン
ス」及び厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を
遵守すること。

【雑則】　電磁的記録等

作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面
（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知
覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう）
で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当
該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって
は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情
報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。
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看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）

電磁的方法について

居宅基準第217条第２項及び予防基準第293条第２項は、利用者及びその家族
等（以下「利用者等」という。）の利便性向上並びに事業者等の業務負担軽減
等の観点から、事業者等は、書面で行うことが規定されている又は想定される
交付等（交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。）につ
いて、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることが
できることとしたものである。

(１)　電磁的方法による交付は、居宅基準第８条第２項から第６項まで及び予防
基準第49条の２第２項から第６項までの規定に準じた方法によること。

(２)　電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意
思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年
６月19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。

(３)　電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確に
する観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用す
ることが望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内閣府・
法務省・経済産業省）」を参考にすること。

(４)　その他、居宅基準第217条第２項及び予防基準第293条第２項において電
磁的方法によることができるとされているものは、(１)から(３)までに準じた方法
によること。ただし、居宅基準若しくは予防基準又はこの通知の規定により電磁
的方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。

(５)　また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医
療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及
び厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守
すること。
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看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）

＜他市町村の利用者＞

地域密着型サービスでは、事業所を開設している市町村外の方は基本的に利
用できなくなるが、希望があった場合どのように対応すべきか。
18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活
介護等に関するQ&A ／2

事業所を開設している市町村外の者が利用を希望した場合については、当該
事業所より、利用を希望する者が居住する市町村に対し、新たに指定申請を行
うこととなる　申請を受けた市町村は、事業所が存する市町村と協議を行い、自
治体間で、当該事業所の指定について同意をするか否かの判断を行うこととな
る。

既存の指定訪問看護事業所、指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介
護事業所、指定療養通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所
が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所となる場合に、これまで指定訪問
看護事業所、指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定
療養通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所を利用していた
他市町村の被保険者が指定看護小規模多機能型居宅介護を利用し続けるこ
とができるようにするためには、他市町村からも複合型サービス事業所の指定
を受ける必要があるが、従来からの利用者のために継続的なサービス利用を
確保する観点から、従来の利用者からの希望に基づき、当該他市町村から指
定の同意の申し出があった場合には、原則として、事業所所在の市町村は、他
市町村の従来からの利用者の利用について、法第78条の２第４項第４号に係
る同意を行うこととし、当該同意に基づき他市町村は指定を行うこと又は同条
第９項に係る同意をあらかじめ行うことが求められる。

なお、他市町村が指定を行う際には、既に事業所所在の市町村において事業
所が遵守すべき基準の適合性について審査していることから、地域密着型
サービス運営委員会において、事前に「他市町村に所在する事業所の指定に
限り、運営委員会を開催することなく指定することができる」といったことを決め
ておくことにより、円滑に事業所指定が行われるように工夫することは可能であ
る。

指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス（施行規則第十七条の十
二に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この章において「指
定看護小規模多機能型居宅介護」という。）の事業は、指定居宅サービス等基
準第五十九条に規定する訪問看護の基本方針及び第六十二条に規定する小
規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。

【基本方針】
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看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）

＜人員、設備等の取扱い＞

複合型サービスの利用者は看護サービスが必要な利用者のみに限定される
のか。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日）」の送付について ／163

複合型サービスは訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の機能を併せ持つ
サービスであり、複合型サービス費についてもその考え方に基づき介護報酬が
設定されている。当該サービスの対象者は、看護サービスが必要な利用者で
あることが原則であるが、登録定員に余裕がある等の場合には、看護サービス
が必要な者以外の者に利用させて差し支えない。

＜営業日＞

土・日曜日に休業日を設けていた既存のデイサービスセンターが小規模多機
能型居宅介護事業所となる場合には、土日も含め「通いサービス」を毎日行わ
なければならなくなるのか。
18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地
域密着型サービスに関するQ&A ／27

　「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する
基準について」（平成18年3月31日老計発第0331004号、老振発第0331004号、
老老発第0331017号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連
名通知）第3の三の4の（13）①に書いてあるとおり、小規模多機能型居宅介護
事業所は、365日利用者の居宅生活を支援するものであり、「通いサービス」、
「宿泊サービス」、「訪問サービス」の3サービスとも、休業日を設けることは認め
られない。

＜利用者の限定＞

小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者を認知症の高齢者や要介護3以
上の者、要支援者などに限定することは可能か。
18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地
域密着型サービスに関するQ&A ／29

1　小規模多機能型居宅介護は､認知症の高齢者や重度の者に対象を絞った
サービスではなく、職員となじみの関係を築く中で安心した在宅生活を行うこと
を支援するものであることから､認知症の高齢者でないことを理由にサービスの
提供を拒むことや利用者を要介護3以上の者に限定することは認められない。
2　また、要支援者については、介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所
の指定を受けたところでのみサービスを受けることができるのであって､事業所
が介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所の指定を受けなければ、要支
援者を受け入れる必要はない。
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看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）

＜その他＞

複合型サービス事業所がサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の本体
事業所となることはできるか。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日）」の送付について ／181

要件を満たしていれば可能である。

＜指定に関する基準の緩和について＞

有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合であって、
当該事業所の宿泊室として届出を行った有床診療所の病床に入院患者がいな
い場合については、看護小規模多機能型居宅介護の利用者を宿泊させてもよ
いという理解でよいか。
30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）（平成30年
3月23日）」の送付について ／123

貴見のとおりである。ただし、従来通り、宿泊室については、宿泊専用の個室が
ない場合であっても、プライバシーが確保されたしつらえになっている必要があ
り、カーテンでは認められないものである。

 ＜訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い＞

複合型サービスの事業と訪問看護の事業を一体的に行っている訪問看護事業
所が、複合型サービスの登録者以外の利用者に訪問看護を行うことは可能
か。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日）」の送付について ／172

可能である。

＜訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い＞

複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ複合型
サービスの事業と訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ
れている場合、当該訪問看護事業所がサテライト事業所を有することができる
か。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日）」の送付について ／175

訪問看護事業所が複合型サービス事業所とは別の場所に効率的な訪問看護
の事業を行う目的等でサテライト事業所を持つことは差し支えないが、当該複
合型サービスの利用者に適切なサービス提供が行われるよう、少なくとも複合
型サービスの事業所と一体で行う訪問看護事業所に看護職員を２．５人以上
（常勤換算方法）配置することが必要である。
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看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）

＜指定に関する基準の緩和について＞

有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合であって、
看護小規模多機能型居宅介護サービス利用者が、当該有床診療所に入院す
ることはできるか。
30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）（平成30年
3月23日）」の送付について ／127

利用者の状態の変化等により医師の判断により入院することは可能であるが、
利用者が看護小規模多機能型居宅介護サービスの宿泊サービスを利用してい
るのか、有床診療所への入院であるのか混乱しないよう、利用者や家族等に
入院に切り替える理由や、利用者の費用負担について十分説明し理解をえる
こと。

＜訪問看護事業所の指定を受ける場合の取り扱いについて＞

サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所である看護小
規模多機能型居宅介護事業者が訪問看護事業者の指定を併せてうけ、かつ
看護小規模多機能型居宅介護サービスの事業と訪問看護の事業が同一の事
業所において一体的に運営されている場合、サテライト型看護小規模多機能
型居宅介護事業所の看護職員は当該訪問看護事業所のサテライト事業所とし
て、登録者以外に訪問看護を行えるという理解でよいか。
30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）（平成30年
3月23日）」の送付について ／129

貴見のとおりである。本体事業所が訪問看護事業者の指定をうけている場合
については、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護の看護職員1.0以上
（常勤換算方法）については、当該訪問看護事業所と一体で行うものとして、訪
問看護のサテライト事業所として差し支えない。ただし、看護小規模多機能型
居宅介護において看護サービスが必要な利用者がいるにも関わらず、看護職
員が指定訪問看護のみに従事することは適切でないことに留意すること。

＜有料老人ホーム等との併設＞

（小規模多機能型居宅介護）市町村が定める独自の指定基準において、有料
老人ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を設けることは認めら
れないとすることは可能か。
18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地
域密着型サービスに関するQ&A ／31

1　介護保険法第７８条の４第４項及び同法施行規則第1３1条の９の規定に基
づき、市町村は、指定地域密着型サービス基準のうち、利用定員及び登録定
員に関する基準､事業所又は従業者の経験及び研修に関する基準､従業者の
夜勤に関する基準並びに運営に関する基準を下回らない範囲内で､当該市町
村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定
地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができ
るとされている。
2　市町村は、この規定に基づき、独自に定める指定基準において、有料老人
ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を設けることを制限するこ
とは可能である。
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看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）

＜有料老人ホームの入居者の利用＞

小規模多機能型居宅介護事業所に併設している有料老人ホームの入居者が
小規模多機能型居宅介護を利用することはできるか。
18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A ／86

利用可能である。(ただし、特定施設入居者生活介護を受けている間は、介護
報酬は算定できない。)

＜報酬算定の可否＞

養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行わ
れているところであり、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅
介護を利用することは想定していないとあるが、養護老人ホームの入所者が指
定小規模多機能型居宅介護を利用した場合、介護報酬は算定できないのか。
18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地
域密着型サービスに関するQ&A ／44

養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行わ
れているところであり､養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅
介護を利用することは想定しておらず､介護報酬は算定できない。

＜通院・外出介助＞

小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる指定訪問介護の身
体介護のうち通院・外出介助（公共交通機関等での通院介助）も含まれるの
か。
18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地
域密着型サービスに関するQ&A ／37

小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる指定訪問介護の身
体介護のうち通院・外出介助も含まれる。
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看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）

病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医行為で
あるとされる場合もあり得る。

介護サービス事業者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、
医師、歯科医師又は看護職員に対して、そうした専門的な管理が必要な状態
であるかどうか確認することが考えられる。

病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職員
に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。

（医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解
釈について）医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断
に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられ
るものを別紙の通り列挙した

・水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体
温計により外耳道で体温を測定すること
・自動血圧測定器により血圧を測定すること
・新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素
飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること
・軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としな
い処置をすること（汚物で汚れたガーゼの交換を含む。）

①　患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
②　副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続
的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
③　内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能
性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場
合ではないこと
→上記３条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、こ
れらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は
家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医
師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品
について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員
の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。
→具体的には、皮膚への軟膏の塗布（褥瘡の処置を除く。）、皮膚への湿布の
貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服（舌下錠の使用も含む。）、
肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。

・爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿
病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切る
こと及び爪ヤスリでやすりがけすること
・重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラ
シや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを
取り除き、清潔にすること
・耳垢を除去すること（耳垢塞栓の除去を除く。）
・ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること（ストーマ及びその周辺の
状態が安定している場合等、専門的な管理が必要とされない時には、その剥
離による傷害等のおそれは極めて低いことから、当該ストーマ装具の交換は原
則として医行為には該当しない、日本オストミー協会による照会）
・自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
・市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器（※）を用いて浣腸すること
※挿入部の長さが５から６センチメートル程度以内、グリセリン濃度50％、成人
用の場合で40グラム程度以下、６歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム
程度以下、１歳から６歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のも
の
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看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）

測定された数値を基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは医行為であ
り、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には医師、歯科
医師又は看護職員に報告するべきものである。

業として行う場合には実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望
ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を
否定するものではない。

介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよ
う監督することが求められる。

看護職員による実施計画が立てられている場合は、具体的な手技や方法をそ
の計画に基づいて行うとともに、その結果について報告、相談することにより密
接な連携を図るべきである。

医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員に
よって実施されることが望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の
下で実施されるべきである。

切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否定するものではな
い。

サテライト事業所は、本体事業所（指定小規模多機能型居宅介護事業所又は
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、当該事業所に対する支
援機能を有する事業所をいう。以下、この号において同じ。）を有する必要があ
るが、ここでいう「支援機能を有する事業所」については、当該本体事業所が次
のいずれかに該当することを指すものであること。

ａ　事業開始以降１年以上の本体事業所としての実績を有すること
ｂ　当該本体事業所の登録者数が、当該本体事業所において定められた登録
定員の100分の70を超えたことがあること

サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所

サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る指定看護小規模多
機能型居宅介護事業者は、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は
福祉に関する事業について３年以上の経験を有するものである必要があるが、
この場合、指定看護小規模多機能型居宅介護以外の事業の経験についても
当該経験に算入できることに留意すること。また、「３年以上の経験」について
は、当該指定日において満たしている必要があり、休止等、事業を運営してい
ない期間は除いて計算すること。
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看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）

本体事業所とサテライト事業所は、同一の日常生活圏域内に所在することが望
ましいが、隣接する市町村における指定小規模多機能型居宅介護事業所又は
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所とすることも差し支えないものであ
る。

＜サテライト事業所＞

　Ａ市指定の本体事業所とＢ市指定のサテライト事業所がある場合、Ｂ市に居
住するサテライト事業所の利用者がＡ市の本体事業所の宿泊サービスを利用
する場合、Ｂ市のサテライト事業所はＡ市の指定を受ける必要があるか。
24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ（Vol.2）（平成24年3月30日）」の送付について ／26

必要ない。

なお、市町村長は、サテライト事業所の指定に当たっては、他の地域密着型
サービスの指定の場合と同様、あらかじめ市町村に設置される地域密着型
サービス運営委員会等の意見を聴き、必要があると認められる場合は、指定
の際に条件を付す等により、事業の適正な運営に当たっての措置を講ずるこ
と。

＜サテライト事業所＞

サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一敷地に別棟で設置す
ることはできるか。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日）」の送付について ／159

サテライト事業所は、地域の実情に応じて、利用者にとってより身近な地域で
小規模多機能型居宅介護のサービス提供が可能になるよう設置すべきもので
あり、同一の建物又は同一敷地に別棟で設置することは認められない。

サテライト事業所は、本体事業所との密接な連携を確保しつつ、運営するもの
であるため、次に掲げる要件をいずれも満たす必要があること。

ａ　本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等による移動に要する時
間が概ね20分以内の近距離であること
ｂ　１の本体事業所に係るサテライト事業所の数は２箇所までとすること
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看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）

＜サテライト事業所＞

既に認知症グループホームとして指定を受けている事業所が、サテライト事業
所に移行することは可能か。
3.3.29 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３
月29日）」の送付について ／28

・可能である。この場合、事業所の職員に変更がないなど事業所が実質的に継
続して運営していると認められる場合には、サテライト事業所としての新規指定
を指定権者である市町村から受ける必要はなく、変更届及び介護給付費算定
に係る体制等状況一覧の変更の届出のみで差し支えない。

・なお、介護保険事業所番号の設定については、サービスの種別ごとかつ事業
所ごとに行うこととされていることから、別の指定となる認知症グループホーム
の本体事業所及びサテライト事業所が既に指定を受けている場合には、既存
の事業所番号を用いることとし、事業所番号を変更する必要はない。

※ （介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅
介護事業所についても同様の取扱いとする。
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看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）

利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、
推定数による。

看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、常勤の保健師又
は看護師でなければならない。

看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち、常勤換算方法で二・五以上の者
は、保健師、看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。）で
なければならない。

通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業者のうち、一以上の者
は、看護職員でなければならない。

看護職員である看護小規模多機能型居宅介護従業者は、日中の通いサービ
スと訪問サービスを行う各サービスで１名以上必要であり、常勤を要件としてい
ないが、日中のサービス提供時間帯を通じて必要な看護サービスが提供され
る職員配置とすること。

なお、基準第171条第１項は看護小規模多機能型居宅介護従業者の必要数の
算出基準を示したものであるので、日中であれば通いサービスを行うために３：
１以上、訪問サービスを行うために２以上をそれぞれのサービスに固定しなけ
ればならないという趣旨ではなく、日中勤務している看護小規模多機能型居宅
介護従業者全体で通いサービス及び訪問サービスを行うこととなるものであ
る。

【人員に関する基準】　

看護小規模多機能型居宅介護従業者の員数は、

夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護の
提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、
通いサービスの提供に当たる者をその利用者の数が三又はその端数を増すご
とに一以上

訪問サービス本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に
あってはサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居
宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を、サテライト型指定看護
小規模多機能型居宅介護事業所にあっては本体事業所並びに当該本体事業
所に係る他のサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録
者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む）の提供に当
たる者を二以上

夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当た
る小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務に当た
る者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とす
る。

18／111



看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）

看護小規模多機能型居宅介護従業者については、介護福祉士や訪問介護員
の資格等は必ずしも必要としないが、介護等に対する知識、経験を有する者で
あることを原則とする。なお、これ以外の看護小規模多機能型居宅介護従業者
にあっても研修の機会を確保することなどにより質の向上を図るものとする。

宿泊サービス（本体事業所にあっては、サテライト型指定看護小規模多機能型
居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場
合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能
型居宅介護を含む）の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯
を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整
備しているときは、第一項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じ
て夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小規模多機能型居宅介
護従業者を置かないことができる。

夜間及び深夜の時間帯は、それぞれの事業所ごとに、宿泊サービスの利用者
の生活サイクル等に応じて設定するものとし、これに対応して、夜間及び深夜
の時間帯以外の指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に必要な看護小規
模多機能型居宅介護従業者及び宿直勤務又夜間及び深夜の勤務（夜間及び
深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。以下同じ。）を行わせ
るために必要な看護小規模多機能型居宅介護従業者を確保するものとする。

例えば、通いサービスの利用定員を15名とし、日中の勤務時間帯を午前６時か
ら午後９時までの15時間、常勤の職員の勤務時間を８時間とした場合、常勤換
算方法で通いの利用者３人に対して１名の看護小規模多機能型居宅介護従業
者を配置すればよいことから、通いの利用者が15名の場合、日中の常勤の看
護小規模多機能型居宅介護従業者は５名となり、日中の15時間の間に、８時
間×５人＝延べ40時間分のサービスが提供されていることが必要である。それ
に加え、日中については、常勤換算方法で２名以上に訪問サービスの提供を
行わせ、夜間については、夜勤１名＋宿直１名に宿泊サービス及び夜間の訪
問サービスに当たらせるために必要な看護小規模多機能型居宅介護従業者
を、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所全体として確保することが必要
となる。

具体的には、通いサービスに要する時間（延べ40時間）、日中の訪問サービス
に要する時間（延べ40時間）、日中の訪問サービスに要する時間（８時間×２人
＝延べ16時間）、夜勤及び宿直職員の勤務時間を合計した指定看護小規模多
機能型居宅介護において必要となる延べサービス時間を確保することができる
よう、有給休暇、研修時間、常勤・非常勤の別、サービス提供のあり方など、各
事業所で定める諸条件を踏まえた上で、実際に配置しなければならない職員
数を確保することが必要である。

夜間及び深夜の時間帯の設定に当たっては、「社会福祉施設における宿直勤
務の取扱いについて」（昭和49年８月20日社施第160号社会局施設課長、児童
家庭局企画課長連名通知）に準じて適切に行うこと。
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看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）

基準第171条第７項の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所と
「居住」の事業所双方に、それぞれの人員に関する基準を満たす従業者を置い
ているときは、従業者はそれぞれの事業所の業務に従事できるということであ
り、「居住」に移行してからもなじみの関係を保てるよう、指定看護小規模多機
能型居宅介護事業所と「居住」の事業所は、人員としては一体のものとして、運
営することを認めたものである。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施
設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を満
たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設
等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規模
多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事すること
ができる。
一　指定認知症対応型共同生活介護事業所
二　指定地域密着型特定施設
三　指定地域密着型介護老人福祉施設
四　指定介護療養型医療施設（医療法第七条第二項第四号に規定する療養病
床を有する診療所であるものに限る。）
五　介護医療院

宿泊サービスの利用者が一人であっても、訪問サービス対応のため、夜間及
び深夜の時間帯を通じて、夜勤１名と宿直１名の計２名が最低必要となるもの
である。この場合、必ずしもいずれか１名以上が看護職員である必要はない
が、電話等による連絡体制は確保していること。

また、宿泊サービスの利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯
を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整
備している時は、宿泊及び夜勤を行う従業者を置かないことができることとした
ものである。

なお、宿泊サービスの利用者のための夜勤職員に加えて配置される宿直職員
は、主として登録者からの連絡を受けての訪問サービスに対応するために配
置されるものであることから、連絡を受けた後、事業所から登録者宅へ訪問す
るのと同程度の対応ができるなど、随時の訪問サービスに支障がない体制が
整備されているのであれば、必ずしも事業所内で宿直する必要はないものであ
る。また、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所においては、本体
事業所の宿直職員が、当該サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所
の登録者からの訪問サービスの要請に適切に対応できるときは、宿直職員を
配置しないこともできるものであること。

日々の通いサービスの実際の職員配置については、その日ごとの状況に応じ
て判断する必要があるが、単に通いサービスの利用者がいないからといって職
員を配置しないということではなく、通いサービスを利用しない者に対する訪問
サービスも含め、利用者に何らかの形で関わることができるような職員配置に
努めるものとする。
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＜人員、設備等の取扱い＞

小規模多機能型居宅介護事業所の人員又は設備等として申請している人員又
は設備等を複合型サービス事業所の人員又は設備等として申請することがで
きるのか。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日）」の送付について ／166

同じ人員又は設備等を両方のサービスの人員又は設備等として申請すること
はできない。

＜人員、設備等の取扱い＞

複合型サービスの看護職員は、日中の通いサービスと訪問サービスを行う各
サービスで１名以上必要とあるが、常勤換算方法で各サービスに１以上必要と
いうことか。また、日中のサービス提供時間帯を通じて必要な看護サービスが
提供される職員配置とすることとあるが、具体的な人員は決められているの
か。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日）」の送付について ／164

日中の通いサービスと訪問サービスの各サービスで１名以上各サービスの提
供に当たる看護職員が必要であるが、常勤換算方法で１以上は不要である。
なお、日中のサービスにおいて必要となる看護職員の配置数は一律に示して
いないが、利用者の状態に応じて適切に対応することが必要である。

社会福祉施設における宿直勤務許可の取扱いについて（労働省労働基準局長
通知　昭和49年７月26日）より

社会福祉施設における宿直勤務については、一般の宿直勤務の場合と同様
に、常態としてほとんど労働する必要のない勤務のみを許可の対象とし、昼間
の通常の労働の継続延長である場合には宿直として許可すべき限りではない
ことは、昭和22年９月13日付け発基第17号により示されているとおりであるが、
その許可に当たつては下記により取り扱われたい。

１　社会福祉施設における宿直勤務については、次に掲げる条件のすべてを満
たす場合に、労働基準法施行規則第23条による許可を与えるよう取り扱うこ
と。

(１)　通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
(２)　夜間に従事する業務は、前記通達で示されている一般の宿直業務のほか
には、少数の入所児者に対して行う夜尿起こし、おむつ取替え、検温等の介助
作業であつて、軽度かつ短時間の作業に限ること。　したがつて、夜間における
児童の生活指導、起床後の着衣指導等通常の労働と同態様の業務は含まれ
ないこと。
(３)　夜間に十分睡眠がとりうること。
(４)　上記以外に、一般の宿直許可の際の条件を満たしていること。
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＜訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い＞

病院又は診療所である訪問看護事業所については、当該事業所の看護職員
が常勤換算方法で２．５以上の場合であって、複合型サービスの事業と訪問看
護の事業とが一体的に運営されている場合には、複合型サービスの看護職員
の人員配置基準を満たしているものとみなすことができるのか。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日）」の送付について ／171

複合型サービス事業所の看護職員の人員配置基準を満たしているものとみな
すことができる。

＜訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い＞

複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ複合型
サービスの事業と訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ
れている場合、当該訪問看護事業所がサテライト事業所を有することができる
か。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日）」の送付について ／175

訪問看護事業所が複合型サービス事業所とは別の場所に効率的な訪問看護
の事業を行う目的等でサテライト事業所を持つことは差し支えないが、当該複
合型サービスの利用者に適切なサービス提供が行われるよう、少なくとも複合
型サービスの事業所と一体で行う訪問看護事業所に看護職員を２．５人以上
（常勤換算方法）配置することが必要である。

 ＜訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い＞

複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが一体的に運営されている場合に
は、訪問看護事業所の人員配置基準である看護職員常勤換算法２．５以上を
満たすことにより、複合型サービス事業所の看護職員の人員配置基準を満た
すものとみなすことができるのか。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日）」の送付について ／170

複合型サービス事業所の看護職員の人員配置基準を満たしているものとみな
すことができる。
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指定複合型サービス事業者が、指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、か
つ、指定看護小規模多機能型居宅介護事業と指定訪問看護事業とが同じ事業
所で一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第60
条第１項第１号の指定訪問看護における看護職員の人員基準を満たすことに
よって、基準第171条第４項の看護職員の人員基準を満たしているものとみな
すことができるとされたが、その意義は次のとおりである。

指定看護小規模多機能型居宅介護と指定訪問看護の両方において、看護職
員を常勤換算方法で2.5以上とすることが要件とされているが、両事業を一体的
に行っている場合については、一方の事業で常勤換算方法2.5以上を満たして
いることにより、他の事業でも当該基準を満たすこととするという趣旨である。な
お、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所における看護職員につ
いては、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所が指
定訪問看護事業所としての指定を受けている場合であって、次の要件を満たす
場合に限り、指定訪問看護事業所として一体的な届出として認められるものと
する。

①　利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指
導等が一体的に行われること。

②　職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に
随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制（例え
ば、当該出張所等の従業者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合
に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制）にあること。

③　苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。

④　事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運
営規程が定められること。

⑤　人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われ
ること

しかしながら、指定看護小規模多機能型居宅介護は療養上の管理の下で妥当
適切に行うものであり、例えば、指定看護小規模多機能型居宅介護において
看護サービスが必要な利用者がいるにも関わらず、看護職員が指定訪問看護
にのみ従事することは適切ではない。

なお、指定看護小規模多機能型居宅介護と指定訪問看護を同一の拠点で行う
場合であっても、一体的に運営されておらず、完全に体制を分離して行う場合
にあっては、独立して基準を満たす必要があるので留意されたい。また、本体
事業所が指定訪問看護事業所と一体的に運営されていない場合には、サテラ
イト型看護小規模多機能型居宅介護事業所から指定訪問看護を行うことはで
きないものであるが、本体事業所が指定訪問看護事業所を一体的に運営して
いる場合には、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所を指定訪問
看護事業所の出張所としての指定を受けることは差し支えない。
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介護支援専門員は利用者の処遇に支障がない場合は、管理者との兼務もでき
るものである。また、非常勤でも差し支えない。

介護支援専門員は、基本的には、①登録者の看護小規模多機能型居宅介護
以外の居宅サービスを含めた「居宅サービス計画」の作成、②法定代理受領の
要件である看護小規模多機能型居宅介護の利用に関する市町村への届出の
代行、③看護小規模多機能型居宅介護の具体的なサービス内容等を記載した
「看護小規模多機能型居宅介護計画」の作成の業務に従事するものである。

＜介護支援専門員関係＞

小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員を非常勤として配置してい
る場合、非常勤として勤務している時間帯以外の時間帯に、居宅介護支援事
業所の介護支援専門員やグループホームの計画作成担当者として勤務するこ
とは可能か。
18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地
域密着型サービスに関するQ&A ／36

1　小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が行うことになっている
業務を適切に行うことができると認められるのであれば､非常勤で勤務する以
外の時間帯において､居宅介護支援事業所の介護支援専門員やグループホー
ムの計画作成担当者として勤務することは差し支えない。
2　なお､小規模多機能型居宅介護事業所と併設するグループホームにおいて
は､小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることに
より効果的な運営を期待することができる場合であって､利用者の処遇に支障
がないときは､介護支援専門員を置かないことができる。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計
画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専
門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇
に支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の
職務に従事し、又は当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設す
る第七項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。

前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者
でなければならない。

介護支援専門員は、指定を受ける際（指定を受けた後に介護支援専門員の変
更の届出を行う場合を含む。）に、113号告示第３号に規定する研修を修了して
いるものとする。なお、当該研修は具体的には地域密着研修通知２の(１)の①
の「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」を指すものである。
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指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅
介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければなら
ない。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則
として専ら当該事業所の管理業務に従事する者である。ただし、以下の場合で
あって、当該事業所の管理業務に支障がない場合には、他の職務を兼ねるこ
とができるものとする。

イ　当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居
宅介護従業者としての職務に従事する場合
ロ　事業所に併設する基準第171条第７項各号に掲げる施設等の職務に従事
する場合
ハ　当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が健康保険法による指定
を受けた訪問看護ステーションである場合に、当該指定看護小規模多機能型
居宅介護事業所の管理者又は従事者としての職務に従事する場合

 ＜ケアマネジャーの業務＞

小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャーの業務は何か。また、小規
模多機能型居宅介護事業所は居宅介護支援事業所の指定をとらなければな
らないのか。
18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A ／58

1 小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャーの業務は、基本的には、
①登録者の小規模多機能型居宅介護以外の居宅サービスを含めた「ケアプラ
ン」の作成、②法定代理受領の要件である小規模多機能型居宅介護利用に関
する市町村ヘの届出の代行、③小規模多機能型居宅介護の具体的なサービ
ス内容等を記載した「小規模多機能型居宅介護計画」の作成である。

2 ケアプランの作成に関しては、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが通常
行っている業務を行う必要がある。(具体的な事務の流れは別紙1のとおり)

3 ケアプランの様式は居宅介護支援と同様のものを使用するが、小規模多機
能型居宅介護ならではのサービス利用票の記載例等については、追ってお示
しする。（平成２１年２月１９日　全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議
資料参照）

4 小規模多機能型居宅介護利用に関する市町村ヘの届出については、居宅
サービスにおける例にならい、別紙2のような標準様式で行うこととする。

5 また、登録者のケアプランの作成については小規模多機能型居宅介護の介
護報酬の中に含まれていることから、別途「ケアプラン」の作成に係る介護報酬
を算定することはできない。このため、居宅介護支援事業所の指定基準や介護
報酬は適用されず、居宅介護支援事業所の指定を受ける必要はない。

ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合
は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又
は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは当該指定看護小規模多機能
型居宅介護事業所に併設する前条第七項各号に掲げる施設等の職務に従事
することができるものとする。
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保健師及び看護師については、管理者としてふさわしいと認められるもので
あって、保健師助産師看護師法第14条第３項の規定により保健師又は看護師
の業務の提示を命ぜられ、業務停止の期間終了後２年を経過しない者に該当
しないものである必要がある。

保健師及び看護師については、医療機関における看護、訪問看護又は訪問指
導の業務に従事した経験のある者である必要がある。さらに、管理者としての
資質を確保するために関連機関が提供する研修等を受講していることが望まし
い。

＜人員、設備等の取扱い＞

複合型サービス事業者の代表者や管理者が保健師又は看護師の場合であっ
ても「認知症対応型サービス事業開設者研修」又は「認知症対応型サービス事
業管理者研修」を修了している必要があるか。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日）」の送付について ／165

保健師又は看護師の場合には当該研修を修了している必要はない。

さらに管理者としての資質を確保するために、指定を受ける際（指定を受けた
後に管理者の変更の届出を行う場合を含む。）に、113号告示第２号に規定す
る研修を修了しているもの、又は保健師若しくは看護師とする。

なお、当該研修は具体的には地域密着研修通知１の(１)の「認知症対応型サー
ビス事業管理者研修」を指すものである。ただし、管理者の変更の届出を行う
場合については、管理者交代時の都道府県における研修の開催状況等を踏ま
え、新たに管理者を配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修
の申込を行い、当該管理者が研修を修了することが確実に見込まれる場合は
当該管理者が研修を修了していない場合であっても差し支えない。

＜管理者研修・実践者研修＞

認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者
研修があるが、同時受講が可能であるか。（Ｈ17年度は実践者研修と管理者研
修の同時開催であったが、実践者研修の修了が条件となると研修は別途開催
と考えるがいかがか。）
18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活
介護等に関するQ&A ／18

実践者研修と管理者研修は、その対象者、受講要件並びに目的が異なること
から、双方の研修を同時に開催することは想定していないため、同時受講する
ことはできない。

管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施
設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型
共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者又は訪問介護
員等として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であっ
て、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
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＜管理者について＞

看護小規模多機能型居宅介護の管理者については、事業所ごとに専らその職
務に従事する常勤の管理者を置くこととされており、看護小規模多機能型居宅
介護事業所の管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施
設等若しくは事業所に併設する指定介護療養型医療施設（療養病床を有する
診療所に限る）、介護医療院等の職務に従事することができるとされているが、
医師が管理者になることは可能であるか。
30.5.29 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.4）（平成30年
5月29日）」の送付について ／10

看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所であって、当該診療所が有す
る病床を当該看護小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊室として兼用する
場合には、当該事業所の管理業務に支障がない場合、当該事業所に併設する
指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設（療養病床を
有する診療所に限る）及び介護医療院に配置された医師が管理者として従事
することは差し支えない。

＜訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い＞

複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、複合型
サービスの事業と訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ
れている場合について、複合型サービス事業所の保健師又は看護師の管理者
が当該訪問看護事業所において兼務することはできるか。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日）」の送付について ／176

両方の事業が同一の事業所において一体的に運営されており、事業所の管理
上支障がない場合には兼務できる。

＜管理者研修・実践者研修＞

現に管理者として従事していない認知症介護実務者研修修了者が、管理者と
して従事することになる場合は新たに認知症対応型サービス事業管理者研修
を受講する必要があるのか。
18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活
介護等に関するQ&A ／19

受講が必要である。ただし、平成17年度中に、都道府県が実施した｢認知症高
齢者グループホーム管理者研修｣を受講している者については、認知症対応型
サービス事業管理者研修を受講した者と見なして差し支えない。
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指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護
事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込みに係る
調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護
事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うもの
とする。

＜管理者及び代表者について＞

看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者及び代表者について、保健師
及び看護師については、医療機関における看護、訪問看護又は訪問指導の業
務に従事した経験のある者である必要があり、さらに管理者としての資質を確
保するための関連機関が提供する研修等を受講していることが望ましいとされ
ているが、医師の場合はどのように考えればよいか。
30.5.29 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.4）（平成30年
5月29日）」の送付について ／11

看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、当該指定
看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場
合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することができる
こととされたことから、当該看護小規模多機能型居宅介護の管理者及び代表
者について、保健師及び看護師ではなく医師が従事することは差し支えない。
この場合、厚生労働大臣が定める研修の修了は求めないものとするが、かかり
つけ医認知症対応力向上研修等を受講していることが望ましい。

＜常勤要件について＞

　各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23条第１項に規定する
所定労働時間の短縮措置の適用対象となるのか？
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関す
るQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／3

　労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、労働時間等に関
する規定が適用除外されていることから、「管理者」が労働基準法第41条第2号
に定める管理監督者に該当する場合は、所定労働時間の短縮措置を講じなく
てもよい。
なお、労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、同法の解釈
として、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあ
る者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであるとされてい
る。このため、職場で「管理職」として取り扱われている者であっても、同号の管
理監督者に当たらない場合には、所定労働時間の短縮措置を講じなければな
らない。
また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第23条第1項の措置と
は別に、同項の所定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能
であり、こうした者の仕事と子育ての両立を図る観点からは、むしろ望ましいも
のである。
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指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホー
ム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模
多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型
サービス事業所等の職員又は訪問介護員等として認知症高齢者の介護に従
事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に
携わった経験を有する者であり、代表者としての資質を確保するために、指定
を受ける際（指定を受けた後に代表者の変更の届出を行う場合を含む。）に、
113号告示第４号に規定する研修を修了しているもの、又は保健師若しくは看
護師とする。

ただし、代表者の変更の届出を行う場合については、代表者交代時に「認知症
対応型サービス事業開設者研修」が開催されていないことにより、保健師若しく
は看護師ではない当該代表者が「認知症対応型サービス事業開設者研修」を
修了していない場合、代表者交代の半年後又は次回の「認知症対応型サービ
ス事業開設者研修」日程のいずれか早い日までに「認知症対応型サービス事
業開設者研修」を修了することで差し支えない。なお、当該研修は具体的には
地域密着研修通知３の(１)の「認知症対応型サービス事業開設者研修」を指す
ものである。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホー
ム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模
多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複
合型サービス事業所（指定複合型サービスの事業を行う事業所をいう。）等の
従業者、訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する
者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有
する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの、又は保
健師若しくは看護師でなければならない。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者とは、基本的には、運営し
ている法人の代表者であり、理事長や代表取締役が該当するが、法人の規模
によって、理事長や代表取締役をその法人の地域密着型サービス部門の代表
者として扱うのは合理的でないと判断される場合においては、地域密着型サー
ビスの事業部門の責任者などを代表者として差し支えない。したがって、指定
複合型サービス事業所の指定申請書に記載する代表者と異なることはあり得
る。

なお、管理者とは、各事業所の責任者を指すものであり、各法人の代表者とは
異なるが、例えば、法人が１つの介護サービス事業所のみを運営している場合
は、代表者と管理者が同一であることもあるものである。
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保健師及び看護師については、代表者としてふさわしいと認められるもので
あって、保健師助産師看護師法第14条第３項の規定により保健師又は看護師
の業務の提示を命ぜられ、業務停止の期間終了後２年を経過しない者に該当
しないものであること。

保健師及び看護師については、医療機関における看護、訪問看護又は訪問指
導の業務に従事した経験のある者である必要がある。さらに、管理者としての
資質を確保するために関連機関が提供する研修等を受講していることが望まし
い。

（以下、サテライト事業所について）

サテライト事業所に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能
型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指
定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると
認められるときは、二人以上とすることができる。

サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所においては、訪問サービス
を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者を常勤換算方法で２以上ではな
く、２名以上配置することで足りることとしている。

なお、本体事業所とサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所におけ
る訪問サービスは一体的に提供することが可能であり、本体事業所の看護小
規模多機能型居宅介護従業者はサテライト型看護小規模多機能型居宅介護
事業所の登録者に対し、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の
看護小規模多機能型居宅介護従業者は本体事業所及び当該本体事業所に係
る他のサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所若しくはサテライト型
小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対し、それぞれ訪問サービスを提
供できるものであること。

また、訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者を、
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所から離れた特別養護老人ホーム等
の職員が行う形態は認められない。特別養護老人ホーム等における職員が非
常勤である場合には、非常勤として勤務する以外の時間帯に指定看護小規模
多機能型居宅介護事業所に勤務し、通いサービスや宿泊サービスも含めた業
務を行うことは差し支えない。

特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定小
規模多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合
型サービス事業所等の職員又は訪問介護員等として認知症高齢者の介護に
従事した経験又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった
経験とは、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施
設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生
活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の職員か訪問介護員等として認
知症高齢者の介護に携わった経験や、あるいは、保健医療サービスや福祉
サービスの経営に直接携わったことがあればよく、一律の経験年数の制約は
設けていない。なお、経験の有無については個々のケースごとに判断するもの
とすること。
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サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、看護職員
の員数は常勤換算方法で一以上とする。

サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所において、看護小規模多機
能型居宅介護従業者のうち常勤換算方法で1.0以上の者は看護職員であるも
のとし、本体事業所の看護職員は適切にサテライト型看護小規模多機能型居
宅介護事業所の登録者を支援するものとする。

指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト
型指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者を
もって充てることができる。

サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は本体事業所の
管理者を充てることができることとされているが、当該事業所の管理者が保健
師又は看護師でないときは、当該管理者は認知症対応型サービス事業管理者
研修を修了している必要があること。

サテライト事業所においては、介護支援専門員を配置せず、小規模多機能型
サービス等計画作成担当者研修を修了した者（以下「研修修了者」という。）を
配置することができることとされているが、研修修了者はサテライト事業所の登
録者に係る小規模多機能型居宅介護計画の作成に従事するものであり、ハの
①の居宅サービス計画の作成及び②の市町村への届出の代行については、
本体事業所の介護支援専門員が行わなければならないこと。

サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇に支障が
ない場合は、本体事業所において宿泊サービスを提供することができることとさ
れているが、本体事業所においてサテライト型看護小規模多機能型居宅介護
事業所の登録者を宿泊させる際は、当該本体事業所との行事等の共同実施
や、本体事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者による訪問サービス
の提供により、当該本体事業所の従業者とのなじみの関係の構築を行うよう努
めること。なお、本体事業所の登録者がサテライト型看護小規模多機能型居宅
介護事業所の宿泊サービスを受けることは認められていないことに留意するこ
と。

サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業
所の介護支援専門員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介
護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるとき
は、介護支援専門員に代えて、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に
専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者）を置く
ことができる。

サテライト事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所にお
いて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能
型居宅介護従業者により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業
所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時
間帯を通じて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者を置かないこと
ができる。
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指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定地域密着型通
所介護を提供できるよう、指定地域密着型通所介護事業所ごとに従業者の勤
務の体制を定めておかなければならない。

指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の資質の向
上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定地
域密着型通所介護事業者は、全ての地域密着型通所介護従業者（看護師、准
看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定
める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介
護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならな
い。

（改）当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラム等において、
認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得している者とすることとし、
具体的には、同条第３項において規定されている看護師、准看護師、介護福祉
士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活
援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成
研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学
療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あ
ん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とする。

指定地域密着型通所介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、
地域密着型通所介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生
活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置、管理者との兼務
関係等を明確にすること。

原則として、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者たる地域密着型通
所介護従業者によって指定地域密着型通所介護を提供するべきであるが、調
理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、第三者
への委託等を行うことを認めるものであること。

（本体が看護小規模多機能で、サテライトが小規模多機能である場合）
サテライト事業所の代表者は本体事業所の代表者であることが望ましいが、当
該本体事業所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所である場合であっ
て、当該本体事業所の代表者が保健師又は看護師であり、認知症対応型サー
ビス事業開設者研修を修了していないときは、当該代表者と別の当該研修の
修了者をサテライト事業所の代表者とする必要があること。

勤務体制の確保等
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＜認知症介護基礎研修の義務づけについて＞
認知症介護実践者研修の修了者については、義務づけの対象外とすることが
可能か。
3.3.26 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３
月26日）」の送付について ／4

認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研
修等の認知症の介護等に係る研修を修了した者については、義務づけの対象
外として差し支えない。

＜認知症介護基礎研修の義務づけについて＞
認知症サポーター等養成講座の修了者については、義務づけの対象外とする
ことが可能か。
3.3.26 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３
月26日）」の送付について ／5

認知症サポーター等養成講座は、認知症について正しく理解し、認知症の人や
家族を温かく見守り、支援する応援者を養成するものであるが、一方で、認知
症介護基礎研修は認知症介護に携わる者が認知症の人や家族の視点を重視
しながら、本人主体の介護を実施する上での、基礎的な知識・技術及び理念を
身につけるための研修であり、その目的・内容が異なるため、認知症サポー
ター等養成講座修了者は、義務付けの対象外とはならない。

（改）新規採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者（医療・福
祉関係資格を有さない者に限る）に対する当該義務付けの適用については、採
用後１年間の猶予期間を設けることとし、採用後１年を経過するまでに認知症
介護基礎研修を受講させることとする（この場合についても、令和６年３月31日
までは努力義務で差し支えない）。

＜認知症介護基礎研修の義務づけについて＞
養成施設及び福祉系高校で認知症に係る科目を受講したが介護福祉士資格
は有していない者は、義務づけの対象外とすることが可能か。
3.3.26 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３
月26日）」の送付について ／3

養成施設については卒業証明書及び履修科目証明書により、事業所及び自治
体が認知症に係る科目を受講していることが確認できることを条件として対象
外とする。なお、福祉系高校の卒業者については、認知症に係る教育内容が
必修となっているため、卒業証明書により単に卒業が証明できれば対象外とし
て差し支えない。
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 ＜外国人介護職員への認知症介護基礎研修の義務付けについて＞
外国人技能実習生が認知症介護基礎研修を受講する場合、技能実習計画に
は記載する必要があるのか。
3.3.26 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３
月26日）」の送付について ／8
認知症介護基礎研修は、法令等に基づき受講が義務づけられるものであるこ
とから、技能実習制度運用要領第４章第２節第３（２）を踏まえ、技能実習計画
への記載は不要である（令和６年３月までの間、努力義務として行う場合も同
様。）。なお、受講に係る給与や時間管理が通常の技能実習と同様に行われる
ことや、研修の受講状況について、技能実習指導員が適切に管理することが
必要である。

＜外国人介護職員への認知症介護基礎研修の義務付けについて＞
事業所が外国人技能実習生に認知症介護基礎研修を受講させる場合、入国
後講習中や新型コロナウイルス感染症対策のための入国後 14 日間の自宅等
待機期間中に受講させてもよいか。
3.3.26 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３
月26日）」の送付について ／9

・入国後講習中の外国人技能実習生については、入国後講習の期間中は業務
に従事させないこととされていることから、認知症介護基礎研修を受講させるこ
とはできない。一方、新型コロナウイルス感染症対策のための入国後14日間の
自宅等待機期間中であって入国後講習中ではない外国人技能実習生につい
ては、受入企業との間に雇用関係がある場合に限り、認知症介護基礎研修（オ
ンラインで実施されるものに限る。）を受講させることができる。

・なお、実際の研修受講にあたっての取扱い等（※）については、実施主体であ
る都道府県等により異なる場合があることにご留意いただきたい。
（※）研修の受講方法（ｅラーニング、Zoom等による双方向型のオンライン研
修、集合研修）、料金（補助の有無等）、受講枠など

＜認知症介護基礎研修の義務づけについて＞
人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介
護に携わる可能性がない者についても、義務付けの対象となるのか
3.3.26 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３
月26日）」の送付について ／6

人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介
護に携わる可能性がない者については、義務付けの対象外である。一方で、義
務付けの趣旨を踏まえ、認知症介護に携わる者が認知症の人や家族の視点を
重視しながら、本人主体の介護を実施するためには、人員配置基準上、従業
者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わらない者で
あっても、当該研修を受講することを妨げるものではなく、各施設において積極
的に判断いただきたい。

＜外国人介護職員への認知症介護基礎研修の義務付けについて＞
外国人介護職員についても、受講が義務づけられるのか。
3.3.26 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３
月26日）」の送付について ／7

ＥＰＡ介護福祉士、在留資格「介護」等の医療・福祉関係の有資格者を除き、従
業員の員数として算定される従業者であって直接介護に携わる可能性がある
者については、在留資格にかかわらず、義務づけの対象となる。
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（改）職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で
あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定施設従業者の就業
環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じな
ければならない

（改）中小企業（医療・介護を含むサービス業を主たる事業とする事業主につい
ては資本金が 5000万円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下の企
業）は、令和４年４月１日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされて
いるが、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努める

（改）事業主が講ずべき措置の具体的内容
事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言
動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成
18年厚生労働省告示第615号）及び事業主が職場における優越的な関係を背
景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての
指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメント指針」とい
う。）において規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下の
とおりである。

ａ　事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはなら
ない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。
ｂ　相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制
の整備
相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のため
の窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。

＜外国人介護職員への認知症介護基礎研修の義務付けについて＞
外国人介護職員が研修内容を理解して受講できるように、多言語化された研
修教材は提供されるのか。
3.3.26 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３
月26日）」の送付について ／10

令和３年度中に、日本語能力試験のＮ４レベルを基準としたｅラーニング教材の
作成を行うとともに、介護分野の在留資格「特定技能」に係る試験を実施してい
る言語（フィリピン、インドネシア、モンゴル、ネパール、カンボジア、ベトナム、中
国、タイ、ミャンマーの言語）を基本として外国人介護職員向けのｅラーニング補
助教材を作成することを予定している。

指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供
を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を
背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密
着型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確
化等の必要な措置を講じなければならない。
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指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴
室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定看護小規模
多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

一　居間及び食堂　居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有
すること。

二　宿泊室
イ　一の宿泊室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認めら
れる場合は、二人とすることができる。
ロ　一の宿泊室の床面積は、七・四三平方メートル以上としなければならない。
ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所である
場合であって定員が一人である宿泊室の床面積については、六・四平方メート
ル以上とすることができる。
ハ　イ及びロを満たす宿泊室（以下この号において「個室」という。）以外の宿泊
室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね七・
四三平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を
乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保
されたものでなければならない。
ニ　プライバシーが確保された居間については、ハの個室以外の宿泊室の面
積に含めることができる。
ホ　指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、
当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障
がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用すること
ができる。

（改）事業主が講じることが望ましい取組について
パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマー
ハラスメント）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望
ましい取組の例として、
①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者
に対して１人で対応させない等）及び
③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の
状況に応じた取組）が規定されている。

介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防
止が求められていることから、イ（事業主が講ずべき措置の具体的内容）の必
要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュア
ル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参考にした取組を行うこ
とが望ましい。この際、上記マニュアルや手引きについては、厚生労働省ホー
ムページに掲載しているので参考にされたい。

【設備に関する基準】
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宿泊室

イ　民家等の既存施設を活用した効率的なサービス提供等を可能とする観点
から、宿泊専用の個室がない場合であっても、宿泊室についてプライバシーが
確保されたしつらえになっていれば差し支えない。プライバシーが確保されたも
のとは、例えば、パーティションや家具などにより利用者同士の視線の遮断が
確保されるようなものである必要があるが、壁やふすまのような建具まで要す
るということではない。ただし、カーテンはプライバシーが確保されたものとは考
えにくいことから認められないものである。

ロ　利用者が泊まるスペースは、基本的に１人当たり7.43㎡程度あり、かつ、そ
の構造がプライバシーが確保されたものであることが必要であることから、例え
ば、６畳間であれば、基本的に一人を宿泊させることになる。ただし、利用者の
希望等により、６畳間で一時的に２人を宿泊させるという状態があったとしても、
そのことをもって直ちに基準違反となるものではないことに留意すること。

また、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所である場
合であって、宿泊室の定員が１人の場合には、利用者が泊まるスペースは、１
人当たり6.4㎡程度以上として差し支えない。

ハ　指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が有床診療所である場合につ
いては、有床診療所の病床を宿泊室として柔軟に活用することは差し支えな
い。ただし、当該病床のうち１病床以上は利用者の専用のものとして確保して
おくこと。

ニ　他の利用者が通らない宿泊室と連続した縁側等については、宿泊室の面
積に含めて差し支えない。

ホ　ハにおいては、イ、ロ及びニに準じるものであるが、有床診療所の入院患
者と同じ居室を利用する場合も想定されることから、衛生管理等について必要
な措置を講ずること。

居間及び食堂

イ　居間及び食堂は同一の室内とする場合であっても、居間、食堂のそれぞれ
の機能が独立していることが望ましい。また、その広さについても原則として利
用者及び看護小規模多機能型居宅介護従業者が一堂に会するのに充分な広
さを確保するものとする。

ロ　居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを確保することが必
要である。

なお、基準第174条第２項第１号の規定により、通いサービスの利用定員につ
いて15人を超えて定める指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあって
は、居間及び食堂を合計した面積は、利用者の処遇に支障がないと認められ
る十分な広さ（１人当たり３㎡以上）を確保することが必要である。

37／111



看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）

設備は、専ら当該指定看護小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するも
のでなければならない。ただし、利用者に対する指定看護小規模多機能型居
宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会
の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利
用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなけ
ればならない。

指定小規模多機能型居宅介護事業所の立地については、利用者に対して、家
庭的な雰囲気によるサービスを提供すること、また、地域との交流を図ることに
よる社会との結びつきを確保することなどのため、住宅地の中にあること又は
住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中に
あることを、市町村が確認することを求めたものである。開設及び指定申請時
においては、都市計画法（昭和43年法律第100号）その他の法令の規定により
一律に判断するのではなく、事業所を開設しようとする場所の現地調査等によ
り、周辺の環境を踏まえ、地域の実情に応じて適切に判断されるべきものであ
る（基準第93条第６項についても同趣旨）。

なお、指定小規模多機能型居宅介護が、利用者と職員とのなじみの関係を構
築しながらサービスを提供するものであることに鑑み、指定小規模多機能型事
業所と他の施設・事業所との併設については、指定小規模多機能型居宅介護
として適切なサービスが提供されることを前提に認められるものであることに留
意すること。

指定認知症対応型共同生活介護事業所の居間を指定看護小規模多機能型居
宅介護の居間として共用することは、指定認知症対応型共同生活介護事業所
の居間は入居者の生活空間であることから、基本的に指定看護小規模多機能
型居宅介護の居間との共用は認められないものである。

ただし、事業所が小規模である場合（指定看護小規模多機能型居宅介護事業
所の通いサービスの利用定員と指定認知症対応型共同生活介護事業所の定
員の合計が15名以下である場合）などで、指定認知症対応型共同生活介護事
業所の居間として必要なものが確保されており、かつ、指定看護小規模多機能
型居宅介護の居間として機能を十分に発揮しうる適当な広さを有している場合
は、共用としても差し支えない。

また、指定看護小規模多機能型居宅介護の居間及び食堂を指定通所介護等
の機能訓練室及び食堂として共用することは認められないが、法第115条の45
第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の交流スペースとして共
用することは、事業所が小規模である場合（指定看護小規模多機能型居宅介
護事業所の通いサービスの利用者と介護予防・日常生活支援総合事業の交
流スペースの参加者の合計が少数である場合）などで、指定看護小規模多機
能型居宅介護の居間及び食堂として機能を十分に発揮しうる適当な広さが確
保されており、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に支
障がない場合は差し支えない。

なお、浴室、トイレ等を共用することは差し支えないが、指定通所介護事業所等
の浴室を活用する場合、当該指定通所介護事業所等の利用者が利用している
時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者が利用できない
取扱いとするなど画一的な取扱いは行わないこと。
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消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令等
に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならな
いものである

＜設備要件＞

既存の民家を活用して小規模多機能型居宅介護事業所を設けようとしている
が、宿泊室や事務室を確保するスペースがないことから、宿泊室や事務室のみ
を別棟で設けることは可能か。
18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地
域密着型サービスに関するQ&A ／38

同一時間帯に小規模多機能型居宅介護事業所の居間と宿泊室に利用者がい
る場合でも､両方の利用者に対してケアできる体制となっているかどうか､夜間
に登録者から訪問サービスの依頼の連絡があった場合に適切に対応できる体
制となっているかどうかなどを確認し､利用者の処遇に支障がないと認められる
場合は、差し支えない。

＜設備要件＞

グループホームと併設する場合、当該グループホームの浴室を共用することは
認められるか。
18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地
域密着型サービスに関するQ&A ／39

指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービス又は宿泊サービスと指
定認知症対応型共同生活介護事業所の定員の合計などを勘案し､利用者の処
遇に支障がないときは、浴室を共用することも差し支えない。

事業所とは、指定地域密着型通所介護を提供するための設備及び備品を備え
た場所をいう。原則として一の建物につき、一の事業所とするが、利用者の利
便のため、利用者に身近な社会資源（既存施設）を活用して、事業所の従業者
が当該既存施設に出向いて指定地域密着型通所介護を提供する場合につい
ては、これらを事業所の一部とみなして設備基準を適用するものである。

＜事業所の併設等＞

複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一の建物内に併設することはでき
るか。また、同一敷地に別棟で併設することはどうか。
18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地
域密着型サービスに関するQ&A ／26

複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一の建物内に併設することは認
められない。　また､複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一敷地に別
棟で設置することは可能である。
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＜人員、設備等の取扱い＞
個室以外の宿泊室の面積はどのように考えればよいか。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日）」の送付について ／167

例えば、宿泊サービスの利用定員が９人、個室が４室（定員４人）ある場合は、
おおむね37.15㎡（計算式：（９人－４人）×7.43㎡）以上の面積が必要である。
なお、宿泊室が個室でない場合には、利用者のプライバシーを確保する必要が
ある。

＜人員、設備等の取扱い＞
小規模多機能型居宅介護事業所の人員又は設備等として申請している人員又
は設備等を複合型サービス事業所の人員又は設備等として申請することがで
きるのか。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日）」の送付について ／166

同じ人員又は設備等を両方のサービスの人員又は設備等として申請すること
はできない。

＜消防関係＞

「消防設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける旨を規定する」とさ
れているが、その具体的内容如何。
18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A ／1

1 「消防設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法その他の法
令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければな
らない。

2 なお、認知症高齢者グループホーム等の消防設備に関しては、先般の火災
事故を契機として、現在消防庁において「認知症高齢者グループホーム等にお
ける防火安全対策検討会」 が開催されているところであり、その結論に基づ
き、消防法に基づく規制について所要の改正が行われる予定である。

＜宿泊室＞

個室以外の宿泊室について、カーテンは利用者のプライバシーが確保されたし
つらえとは考えにくいことから不可とされているが、アコーディオンカーテンでは
どうか。
19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 介護老人福祉施設
及び地域密着型サービスに関するQ&A ／11

個室以外の宿泊室について、プライバシーが確保されたものとは、パーティショ
ンや家具などにより利用者同士の視線の遮断が確保されるようなものである必
要がある。アコーディオンカーテンにより仕切られている宿泊室については、
パーティションや家具などと同様にプライバシーが確保されたものである場合に
は、宿泊室として取り扱って差し支えない。
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指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員（登録者の数の
上限をいう。以下この章において同じ。）を二十九人（サテライト型指定看護小
規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十八人）以下とする。

＜指定に関する基準の緩和について＞

有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合につい
て、有床診療所の病床を宿泊室として届出できることとなっており、当該病床の
うち１病床以上は看護小規模多機能型居宅介護サービス利用者の専用のもの
として確保しておくこととされているが、当該サービスの利用者がいない場合で
あっても、常時、宿泊室の確保が必要となるのか。
30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）（平成30年
3月23日）」の送付について ／126

必要である。看護小規模多機能型居宅介護サービスは通い、泊まり、訪問（介
護・看護）サービスを柔軟に組み合わせるサービスであり、利用者の泊まりに
対応できるよう、利用者専用の病床として１病床以上の確保が必要となる。

＜指定に関する基準の緩和について＞

有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合につい
て、有床診療所の病床が４床で１病室であり、その病室のうち１病床のみを看
護小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊室として届出した場合、当該事業所
の当該宿泊室の定員は１人であることから、当該宿泊室（１病床）については、
一人当たり6.4㎡程度以上として差し支えないという理解でよいか。
30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）（平成30年
3月23日）」の送付について ／125

貴見のとおりである。ただし、プライバシーの確保については、問124のとおりで
ある。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員を29人（サテライ
ト型看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人）以下としなければ
ならないとしたものである。

指定看護小規模多機能型居宅介護においては、利用者と従業者のなじみの関
係を築きながらサービスを提供する観点から、利用者は１か所の指定看護小
規模多機能型居宅介護事業所に限って利用者登録を行うことができるもので
あり、複数の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用は認められな
いものである。

【運営に関する基準】　登録定員及び利用定員
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宿泊サービス　通いサービスの利用定員の三分の一から九人（サテライト型指
定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、六人）まで

この場合における利用定員については、当該指定看護小規模多機能型居宅介
護事業所において１日当たりの同時にサービスの提供を受ける者の上限を指
すものであり、１日当たりの延べ人数ではないことに留意すること。

なお、基準第182条において準用する基準第82条の規定により、特に必要と認
められる場合は、当該利用定員を超えるサービス提供も差し支えないこととさ
れているので、指定看護小規模多機能型居宅介護が利用者の心身の状況に
応じ、柔軟に通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを組み合わせて提供
されるものであることを踏まえ、適切なサービス提供を行うこと。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設している有料老人ホームの
入居者が指定看護小規模多機能型居宅介護を利用することは可能である（た
だし、特定施設入居者生活介護を受けている間は、介護報酬は算定できな
い。）が、養護老人ホームの入所者が指定看護小規模多機能型居宅介護を利
用することについては、養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基
礎的な生活支援が行われているところであり、養護老人ホームの入所者が指
定看護小規模多機能型居宅介護を利用することは想定していないものである。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内において、通
いサービス及び宿泊サービスの利用定員（当該指定看護小規模多機能型居宅
介護事業所におけるサービスごとの一日当たりの利用者の数の上限をいう。以
下この章において同じ。）を定めるものとする。
一　通いサービス　登録定員の二分の一から十五人（登録定員が二十五人を
超える指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては登録定員に応じ
て、次の表に定める利用定員、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介
護事業所にあっては十二人）まで
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＜登録定員＞

　小規模多機能型居宅介護の通い定員を16人以上18人以下にする場合の要
件として、「利用者の処遇に支障がないと認められる十分な広さ（一人当たり３
㎡以上）」とあるが、居間及び食堂として届け出たスペースの合計により確保す
ることが必要なのか。
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関す
るQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／163

　小規模多機能型居宅介護の通い定員を16人以上18人以下にする場合には、
原則として、居間及び食堂の広さが、「利用者の処遇に支障がないと認められ
る十分な広さ（一人当たり３㎡以上）」である必要がある。
　ただし、例えば、居間及び食堂以外の部屋として位置付けられているが日常
的に居間及び食堂と一体的に利用することが可能な場所がある場合など、「利
用者の処遇に支障がないと認められる十分な広さが確保されている」と認めら
れる場合には、これらの部屋を含め「一人当たり３㎡以上」として差し支えない。

＜集合住宅と同一の建物に所在する事業所の地域への展開＞
　小規模多機能型居宅介護事業所と同一の建物に居住する登録者が登録定
員の８割以上となる場合の減算が廃止され、登録者の居所に応じた基本報酬
が設けられたが、従来可能とされていた、市町村が定める基準において、事業
所と同一の建物に居住する登録者の割合の上限を、例えば、登録定員の５割
までと定めることは引き続き可能なのか。
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関す
るQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／172
　可能である。
　なお、当該市町村が定める基準を満たさない事業所は、運営基準違反として
指定取消等の対象となり得る。

＜利用定員の考え方＞

　通いサービスの利用定員は、実利用者数の上限を指すものなのか。
24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ（Vol.2）（平成24年3月30日）」の送付について ／25

　同時にサービスの提供を受ける者の上限を指すものであり、実利用者数の上
限を指すものではない。
例えば午前中に15人が通いサービスを利用し、別の10人の利用者が午後に通
いサービスを利用することも差し支えない

＜登録定員＞
　小規模多機能型居宅介護の登録定員26人以上29人以下とする場合には、同
時に、通い定員を16人以上にすることが必要となるのか。
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関す
るQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／162

　登録定員を26人以上29人以下とする場合でも、必ずしも、通い定員の引上げ
を要するものではない。
　通い定員を16人以上とするためには、登録定員が26人以上であって、居間及
び食堂を合計した面積について、利用者の処遇に支障がないと認められる充
分な広さを確保することが必要である。
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介護サービス事業者が要介護認定を受けた者に介護サービスを実施した場合
には、利用料を受領することとなります。その際、介護サービス事業者は、「領
収証」を発行することになりますが、この領収証に係る印紙税の取扱いはどの
ようになりますか。特に、作成者が、「特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）」であ
る場合には、どのようになりますか。（事務連絡平成12年３月17日）

Ａ）介護サービス事業者が、要介護認定を受けた者から介護サービスに係る費
用を受領した場合に作成する「領収証」は、第17号の１文書（売上代金に係る
金銭又は有価証券の受取書）に該当します。なお、第17号の１文書に該当する
「領収証」を作成しても、次の場合には非課税となります。
①　地方公共団体そのものが作成者であるもの
②　記載された受取金額が３万円未満のもの
（注）法定代理受領の場合は、利用者負担分（通常は１割）の額
③　営業に関しないもの
この場合の営業に関しないものとは、例えば、その領収証の作成者が「公益法
人（財団法人、社団法人、社会福祉法人又は医療法人等）」であるもの及び「特
定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）」等であるものはこれに該当します。
（注）ＮＰＯ法人は特定非営利活動促進法により設立が認められた法人であり、
いわゆる会社以外の法人に該当します。したがって、当該ＮＰＯ法人の定款の
定めにより剰余金等の分配ができないこととされている場合には、営業者には
該当しないことになります。

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切な指定
定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するため、その提供の開始に際
し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定定期巡回・随時対
応型訪問介護看護事業所の運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介
護看護従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供する
サービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実
施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者がサービスを
選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット
等（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、他の介護保険に
関する事業を併せて実施している場合、当該パンフレット等について、一体的
に作成することは差し支えないものとする。）の文書を交付して懇切丁寧に説明
を行い、当該事業所から指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を受
けることにつき同意を得なければならないこととしたものである。なお、当該同
意については、書面によって確認することが適当である。

【運営に関する基準】　サービス内容等の説明・同意

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応
型訪問介護看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族
に対し、第三条の二十九に規定する運営規程の概要、定期巡回・随時対応型
訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に
資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の
開始について利用申込者の同意を得なければならない。
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指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由なく指定定期
巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を拒んではならない。

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、利用申込に
対しては応じなければならないことを規定したものであり、特に、要介護度や所
得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。

提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の現員か
らは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通
常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定
定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することが困難な場合である。

【運営に関する基準】　サービス提供拒否の禁止

＜印紙税＞
介護保険制度において、介護サービス事業者と利用者(要介護認定を受けた者
又はその保護者等）との間で介護サービスの提供に伴う次のような契約書を作
成した場合、これらの契約書は印紙税の課税文書に該当するのでしょうか。
なお、これらの契約書は、介護保険制度において、サービス事業者と利用者の
権利・義務を明らかにするために作成されるもので、利用者の要望に沿って適
切な介護サービスを提供するため、原則として、介護サービス計画に従って、
利用者が受けることができる(希望する）個々の介護サービスの内容及び料金
などを定めるものである。
①居宅介護支援サービス契約書及び付属書類　等
12.3.17 事務連絡 介護サービス事業者等と利用者の間で作成する契約書及び
介護サービス事業者等が発行する領収証等に係る印紙税の取扱い

介護保険制度下において作成されるこれらの契約書は、原則として、印紙税の
課税文書には該当しません。なお、前記の各種サービスを複合的に組み合わ
せた契約書を作成した場合も同様の取扱いとなります。
（考え方）
印紙税は、印紙税が課税されるべき事項を記載して作成した文書に対して課
税されるものですから、ご質問の契約書が課税の対象となるかどうかは、その
個々の契約書に記載された内容に基づき個別に判断することとなります。
そこで、事例の各種の介護サービス契約書の内容をみますと、利用者が受け
ることができる介護サービスの具体的な内容（例えば、訪問、施設通所又は施
設入所による、①居宅介護支援（介護サービス計画の作成及び連絡調整））、
②入浴・食事等の介護、③日常生活上の世話、④療養上の世話・診療の補
助、⑤リハビリテーション・機能訓練、及び⑥福祉用具貸与等並びにこれらの
個々のサービス利用料金）が記載されていますが、これらの個々のサービス内
容及び料金の明細は、原則として、利用者の要望に沿った介護サービス計画
に従い、利用者が全体として適切な介護サービスの提供を受けるために記載さ
れているものと考えられます。
したがって、事例の各種の契約書に記載される個々の介護サービスの内容
は、「当事者の一方が仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して
報酬を支払う」という性格のものではないものと認められますから、これらの介
護サービス事項のみを定める契約書は、原則として、民法上の請負契約書に
は該当せず、また、その他いずれの課税文書にも該当しません。
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＜人員、設備等の取扱い＞

複合型サービスの利用者は看護サービスが必要な利用者のみに限定される
のか。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日）」の送付について ／163

複合型サービスは訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の機能を併せ持つ
サービスであり、複合型サービス費についてもその考え方に基づき介護報酬が
設定されている。当該サービスの対象者は、看護サービスが必要な利用者で
あることが原則であるが、登録定員に余裕がある等の場合には、看護サービス
が必要な者以外の者に利用させて差し支えない。

＜利用者の限定＞

小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者を認知症の高齢者や要介護3以
上の者、要支援者などに限定することは可能か。
18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地
域密着型サービスに関するQ&A ／29

1　小規模多機能型居宅介護は､認知症の高齢者や重度の者に対象を絞った
サービスではなく、職員となじみの関係を築く中で安心した在宅生活を行うこと
を支援するものであることから､認知症の高齢者でないことを理由にサービスの
提供を拒むことや利用者を要介護3以上の者に限定することは認められない。
2　また、要支援者については、介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所
の指定を受けたところでのみサービスを受けることができるのであって､事業所
が介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所の指定を受けなければ、要支
援者を受け入れる必要はない。

＜サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否について
＞
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めるこ
とはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱
うべきか。（訪問介護、訪問入浴介護、通所介護）
13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るＱ＆Ａ ／Ⅱの1

訪問介護、訪問入浴介護、通所介護については通常相当期間以上にわたって
集団的な生活を送るサービスではないことから、必ずしも健康診断書の提出等
による事前の健康状態の把握が不可欠であるとは言えないが、サービス担当
者会議における情報の共有や居宅療養管理指導による主治医からの情報提
供等によっても健康状態の把握ができない場合に事業所として利用申込者に
健康診断書の提出を求めることは可能であり、その費用の負担については利
用申込者とサービス提供事業者との協議によるものと考える。
しかし、そうした求めに利用申込者が応じない場合であっても、一般的には
サービス提供拒否の正当な事由に該当するものではないと考えられる。
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サービスの提供を求められた場合は、利用に係る費用につき保険給付を受け
ることができるのは、要介護認定を受けている被保険者に限られるものである
ことを踏まえ、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護
認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見
に配慮して、サービスを提供するように努めなければならない。

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時
対応型訪問介護看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込
者に対し自ら適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供すること
が困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る指定居宅介護支援事業
者への連絡、適当な他の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等
の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

【運営に関する基準】　受給資格等の確認

＜サービス提供回数＞

小規模多機能型居宅介護事業所においては、サービスの提供回数に制限は
設けてはならないと考えるが、登録者が事業者が作成した小規模多機能型居
宅介護計画より過剰なサービスを要求する場合、事業所は登録者へのサービ
ス提供を拒否することは可能か。
19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 介護老人福祉施設
及び地域密着型サービスに関するQ&A ／15

他の利用者との関係でサービスの利用調整を行う必要もあり、必ずしも利用者
の希望どおりにならないケースも想定されるが、こうした場合には、利用者に対
して希望に沿えない理由を十分に説明し、必要な調整を行いながら、サービス
提供を行うことが必要である。

【運営に関する基準】　サービス提供困難時の対応

＜有料老人ホーム等との併設＞

（小規模多機能型居宅介護）有料老人ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物
内に事業所を設ける場合、利用者を当該施設の入居者に限定することは可能
か。
18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地
域密着型サービスに関するQ&A ／32

小規模多機能型居宅介護事業所の利用者を有料老人ホーム等の入居者に限
定することは認められない。
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サービス提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者について
は、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われ
ていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行わ
れるよう必要な援助を行わなければならない。

居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）が利用者に対して行われて
いない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅
くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する三十日前に
はなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を提
供するに当たっては、居宅サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉
サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を提
供するに当たっては、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密
接な連携に努めなければならない。

指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が登録者の居宅
サービス計画を作成し、指定小規模多機能型居宅介護以外の指定訪問看護
等の指定居宅サービス等について給付管理を行うこととされていることから、利
用者が利用する指定居宅サービス事業者とは連携を密にしておかなければな
らないとしたものである。

【運営に関する基準】　居宅サービス事業者等との連携

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提
供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うととも
に、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保
健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけれ
ばならない。

【運営に関する基準】　要介護認定の申請に係る援助

【運営に関する基準】　心身の状況等の把握

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提
供に当たっては、介護支援専門員（第六十三条第十二項の規定により介護支
援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所
にあっては、本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第七十四条にお
いて同じ。）が開催するサービス担当者会議の担当者を招集して行う会議等を
通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービ
ス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
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指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応
型訪問介護看護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記
録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切
な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳等に記載するなど
の方法である。

提供した具体的なサービスの内容等の記録は、居宅基準第39条第２項の規定
に基づき、２年間保存しなければならない。

利用者及びサービス事業者が、その時点での区分支給限度基準額との関係
やサービスの利用状況を把握できるようにするために、指定定期巡回・随時対
応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提
供した際には、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日、サー
ビス内容（例えば定期巡回サービス及び随時訪問サービスの別）、保険給付の
額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画の書面又はサービス利用
票等に記載しなければならないことを規定したものである。

【運営に関する基準】　サービスの提供の記録

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応
型訪問介護看護を提供した際には、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護
看護の提供日及び内容、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護につ
いて利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス費の額その他必
要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書
面に記載しなければならない。

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、小規模多機能型居宅介護従業者の
うち訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ、初回訪
問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を
指導しなければならない。

基準第70条は、利用者が安心して指定小規模多機能型居宅介護の訪問サー
ビスの提供を受けられるよう、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該
指定小規模多機能型居宅介護事業所の訪問サービスの提供に当たる者に身
分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその
家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならないこと
としたものである。この証書等には、当該指定小規模多機能型居宅介護事業
所の名称、当該訪問サービスの提供に当たる者の氏名を記載するものとし、当
該訪問サービスの提供に当たる者の写真の貼付や職能の記載を行うことが望
ましい。

【運営に関する基準】　身分を証する書類の携行
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利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サービスでない
指定訪問介護を提供した際に、不合理な差額を設けてはならないこととしたも
のである。

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しな
い指定小規模多機能型居宅介護を提供した際にその利用者から支払を受ける
利用料の額と、指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービ
ス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定定期巡回・随時対応型訪問介
護看護のサービスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法に
より別の料金設定をして差し支えない。

イ　利用者に、当該事業が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と
は別事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであ
ることを説明し、理解を得ること。

ロ　当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定定期巡回・随時対応型訪
問介護看護事業所の運営規程とは別に定められていること。

ハ　指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計と区分しているこ
と。

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する
指定小規模多機能型居宅介護を提供した際には、その利用者から利用料の一
部として、当該指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス
費用基準額から当該指定小規模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域
密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスと
して提供される指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護についての利用者負
担として、地域密着型介護サービス費用基準額の１割、２割又は３割（法第50
条又は第69条第５項の規定の適用により保険給付の率が９割、８割又は７割で
ない場合については、それに応じた割合）の支払を受けなければならないことを
規定したものである。

【運営に関する基準】　利用料等の受領
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指定小規模多機能型居宅介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービス
の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービス
の内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

＜その他の日常生活費＞
個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要
と考えられるものに限られることとされているが、それ以外の個人の嗜好に基
づくいわゆる「贅沢品」については、費用の徴収ができないのか
12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 　 その他の日常生活費に係るQ&A
について ／2

サービス提供とは関係のない費用として徴収は可能である。

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提
供に関して、

イ　利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者
に対して行う送迎に要する費用
ロ　利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪
問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額
ハ　食事の提供に要する費用
ニ　宿泊に要する費用
ホ　おむつ代
ヘ　イからホまでに掲げるもののほか、指定小規模多機能型居宅介護の提供
において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係
る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

については、前２項の利用料のほかに利用者から支払を受けることができるこ
ととし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな
名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。

なお、ハ及びニの費用については、指針の定めるところによるものとし、ヘの費
用の具体的な範囲については、別に通知するところによるものである。

＜その他の日常生活費＞

個人用の日用品について、「一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と
考えられるもの」とは、どういったものが想定されるのか。
12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 　 その他の日常生活費に係るQ&A
について ／1

　歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に
提供されるものではなく、利用者個人又はその家族等の選択により利用される
ものとして、事業者（又は施設）が提供するもの等が想定される。
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＜その他の日常生活費＞
施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の洗濯代」として
「その他の日常生活費」に該当するのか。
12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 　 その他の日常生活費に係るQ&A
について ／6

このような場合は、施設が洗濯サービスを提供しているわけではないので、そ
の他の日常生活費には該当しない。

＜その他の日常生活費＞
　個人の希望に応じて事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代金は、
教養娯楽に係る「その他の日常生活費」に該当するか。
12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 　 その他の日常生活費に係るQ&A
について ／7

　全くの個別の希望に応える場合は事業者等として提供する便宜とは言えず、
その費用は「その他の日常生活費」に該当せず、サービス提供とは関係のない
費用として徴収を行うこととなる。

＜その他の日常生活費＞
個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えら
れるものであれば、ある利用者の個別の希望に応じて事業者等が当該利用者
の代わりにある日用品を購入し、その購入代金を利用者に請求する場合も「そ
の他の日常生活費」に該当するのか。
12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 　 その他の日常生活費に係るQ&A
について ／4

個人のために単に立替払いをするような場合は、事業者等として提供する便宜
とはいえず、その費用は「その他の日常生活費」に該当しないため、サービス
提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。

＜その他の日常生活費＞
個人専用の家電製品の電気代は、利用者から徴収できないのか。
12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 その他の日常生活費に係るQ&Aに
ついて ／5

サービス提供とは関係のない費用として徴収は可能である。

＜その他の日常生活費＞

個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えら
れるものであれば、例えば病院の売店で利用者が購入する場合であってもそ
の費用は「その他の日常生活費」に該当するのか。
12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 　 その他の日常生活費に係るQ&A
について ／3

　このような場合は、「サービス提供の一環として提供される便宜」とは言い難
いので、「その他の日常生活費」に該当しない。
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＜通所介護におけるおむつの処理代＞
通所介護で、おむつを使用する利用者から、おむつの処理に要する費用（廃棄
物処理費用）を日常生活に要する費用として徴収することは可能と解するが如
何。13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るＱ＆Ａ ／
Ⅳの３

介護保険施設においては徴収できないが、通所介護では徴収は可能である。
（※通所リハビリテーションについても同様）

＜その他の日常生活費＞
　事業者等が実施するクラブ活動や行事における材料費等は、「その他の日常
生活費」に該当するか。
12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 　 その他の日常生活費に係るQ&A
について ／8

　事業者等が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のう
ち、一般的に想定されるもの（例えば、作業療法等機能訓練の一環として行わ
れるクラブ活動や入所者等が全員参加する定例行事）における材料費等は保
険給付の対象に含まれることから別途徴収することはできないが、サービスの
提供の一環として実施するクラブ活動や行事のために調達し、提供する材料で
あって、利用者に負担させることが適当と認められるもの（例えば、習字、お
花、絵画、刺繍等のクラブ活動等の材料費）に係る費用は、教養娯楽に要する
費用として「その他の日常生活費」に該当する。 　なお、事業者等が実施するク
ラブ活動や行事であっても、一般的に想定されるサービスの提供の範囲を超え
るもの（例えば、利用者の趣味的活動に関し事業者等が提供する材料等や、
希望者を募り実施する旅行等）に係る費用については、サービス提供とは関係
のない費用として徴収を行うこととなる。

＜食材料費の徴収＞
通所介護（通所リハビリテーション）で、食材料費を徴収しないことがあるが、こ
のような取扱いはよろしいか。
12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 ／Ⅰ
(1）⑤7

　指定通所介護事業者は、運営に関する基準において1割の利用者負担とは
別に食材料費等の費用の支払いを受けることができると規定している。従っ
て、食費実費を取らないことをもって運営基準に違反することとはならないが、
食材料費のように実際に相当の費用負担があるものについて、利用者からそ
の実費相当の支払を受けず、その分を他の費用へ転嫁することによってサー
ビスの質が低下するような事態であれば問題である。なお、事業者が徴収する
利用料については、事業者毎に定める運営規定に定め、掲示することとしてい
るので、個々の利用者によって利用料を徴収したり、しなかったりすることは不
適当である。
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＜食費関係＞
突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収し
ても差し支えないか。
17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係
Q&A ／95

食費は利用者との契約で定められるものであるが､あらかじめ利用者から連絡
があれば食事を作らないことは可能であり、また、利用者の責に帰さない事情
によりやむを得ずキャンセルした場合に徴収するかどうかは、社会通念に照ら
して判断すべきものと考えている。

＜食費関係＞

通所系のサービスで、利用者が「ご飯」を自宅から持参し、「おかず」のみを事
業所が提供する場合、他の利用者と食費の価格を異ならせることは可能か。ま
た、このような場合、運営規程においてはどのように規定すればよいか。
17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係
Q&A ／92

可能である。その際には、入所者との契約事項を、運営規程の中でお示しいた
だければ足りるものである。

＜食費関係＞
食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイ
に弁当を持ってきてもよいのか。
17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係
Q&A ／93

デイサービスやショートステイに利用者が弁当を持参することは、差し支えな
い。

＜通所介護等におけるその他日常生活費の外部事業者からの取扱い＞

通所介護等におけるその他日常生活費については、施設が利用者等から受領
できる際の基準があるが、外部の事業者が利用者との契約を結びその費用を
徴収する場合にもその基準は適用されるか。
13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るＱ＆Ａ ／Ⅳの
９

貴見のとおり。
通所介護事業所等においては、日常生活上の援助・世話を行わなければなら
ないこととされている(居宅サービス運営基準第98条第1号、第128条第1項、第
130条第5項等）ことから、日常生活上必要な物品の購入についても、基本的に
通所介護事業所等において便宜を図るべきものである。（利用者が通所介護
事業所等の便宜の提供を断って、他の事業者からの購入等を希望するような
場合を除く）。
また、当該便宜は、必ずしも通所介護事業所等の従業者が提供しなければな
らないものではないが、他の事業者に提供させる場合でも、運営基準の遵守等
については最終的に通所介護事業所等が責任を有するものである。
従って、通所介護事業所等が、利用者の日常生活上必要な物品の購入等につ
いて、完全に利用者と他の事業者との契約に委ねることは不適切であり、ま
た、他の事業者に行わせる場合には、運営基準上費用を徴収できるものか否
かの判断や、内容の説明と文書による同意の取得等について、通所介護事業
所等が自ら行うか、通所介護事業所等の責任において当該他の事業者にこれ
を行わせることが必要である。
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以下、厚生省老人保健福祉局企画課長通知「通所介護等における日常生活に
要する費用の取扱いについて」より抜粋

「その他の日常生活費」の趣旨にかんがみ、事業者又は施設が利用者等から
「その他の日常生活費」の徴収を行うに当たっては、以下に掲げる基準が遵守
されなければならないものとする。

①　「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、保険給付の対象となっている
サービスとの間に重複関係がないこと。
②　保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名
目による費用の受領は認められないこと。したがって、お世話料、管理協力費、
共益費、施設利用補償金といったあいまいな名目の費用の徴収は認められ
ず、費用の内訳が明らかにされる必要があること。
③　「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者等又はその家族等の
自由な選択に基づいて行われるものでなければならず、事業者又は施設は「そ
の他の日常生活費」の受領について利用者等又はその家族等に事前に十分
な説明を行い、その同意を得なければならないこと。
④　「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費
相当額の範囲内で行われるべきものであること。
⑤　「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、当該事業者又は
施設の運営規程において定められなければならず、また、サービスの選択に資
すると認められる重要事項として、施設の見やすい場所に掲示されなければな
らないこと。ただし、「その他の日常生活費」の額については、その都度変動す
る性質のものである場合には、「実費」という形の定め方が許されるものである
こと。

各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲について

(１)　通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護及び認知症対応
型通所介護並びに介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション及び
介護予防認知症対応型通所介護（居宅サービス基準第96条第３項第５号関係
及び地域密着基準第24条第３項第５号関係並びに介護予防基準第100条第３
項第４号関係及び地域密着介護予防基準第22条第３項第５号関係）

①　利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者
が提供する場合に係る費用

②　利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が
提供する場合に係る費用

「その他の日常生活費」は、利用者、入所者、入居者又は入院患者（以下「利用
者等」という。）又はその家族等の自由な選択に基づき、事業者又は施設が通
所介護等の提供の一環として提供する日常生活上の便宜に係る経費がこれに
該当する。
なお、事業者又は施設により行われる便宜の供与であっても、サービスの提供
と関係のないもの（利用者等の嗜好品の購入等）については、その費用は「そ
の他の日常生活費」とは区別されるべきものである。
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指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化
の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定看護小
規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその
改善を図らなければならない。

【運営に関する基準】　指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針

指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を
継続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれ
ている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟
に組み合わせることにより、療養上の管理の下で妥当適切に行うものとする。

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに
該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払を受
けた場合は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容、費用
の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に
対して交付しなければならない。

【運営に関する基準】　指定看護小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針

留意事項
①　(１)から(６)の①に掲げる「身の回り品として日常生活に必要なもの」とは、
一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられる物品（例えば、歯
ブラシや化粧品等の個人用の日用品等）であって、利用者等の希望を確認した
上で提供されるものをいう。したがって、こうした物品を事業者又は施設がすべ
ての利用者等に対して一律に提供し、すべての利用者等からその費用を画一
的に徴収することは認められないものである。
②　(１)、(２)、(４)及び(５)の②に掲げる「教養娯楽として日常生活に必要なも
の」とは、例えば、事業者又は施設がサービスの提供の一環として実施するク
ラブ活動や行事における材料費等が想定されるものであり、すべての利用者等
に一律に提供される教養娯楽に係る費用（共用の談話室等にあるテレビやカラ
オケ設備の使用料等）について、「その他の日常生活費」として徴収することは
認められないものである。

【運営に関する基準】　保険給付の請求のための証明書の交付
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指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利
用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることがで
きるよう配慮して行うものとする。

指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、看護小規模多機能
型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能
訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとす
る。

看護小規模多機能型居宅介護従業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護
の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対
し、療養上必要な事項その他サービスの提供の内容等について、理解しやす
いように説明又は必要に応じた指導を行うものとする。

「療養上必要な事項その他サービスの提供等」とは、看護小規模多機能型居
宅介護計画の目標及び内容や行事及び日課等も含むものである。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅
介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を
保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならな
い。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、前号の身体的拘束等を行う場
合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを
得ない理由を記録しなければならない。

指定看護小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に
比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。

「通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない」とは、登録定員の
おおむね３分の１以下が目安となる。登録定員が25人の場合は通いサービス
の利用者が８人以下であれば、著しく少ない状態といえる。

制度上は週１回程度の利用でも所定点数の算定は可能であるが、利用者負担
等も勘案すれば、このような利用は必ずしも合理的ではなく、運営推進会議に
通いサービスの回数等を報告し、適切なサービス提供であるかどうかの評価を
受けることが必要となるものである。

指定看護小規模多機能型居宅介護は、通いサービスを中心として、利用者の
様態や希望に応じて、訪問サービスや宿泊サービスを組み合わせてサービス
を提供するという弾力的なサービス提供が基本であり、宿泊サービスの上限は
設けず、重度の者であれば、運営推進会議に対し報告し、評価を受けることを
前提として、ほぼ毎日宿泊する形態も考えられる。しかしながら、ほぼ毎日宿泊
するような者が増え、他の利用者の宿泊に対応できないような状況になれば、
他の利用者が適切にサービスが利用できるよう調整を行うことが必要となるも
のである。

第５号及び第６号は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す
るための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急
やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、
その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ
ばならないこととしたものである。
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指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用
していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による
見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービス
を提供しなければならない。

看護サービスの提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術を
もって、サービスの提供を行わなければならない。特殊な看護等については、こ
れを行ってはならない。

「適切な看護技術」とは、医学の進歩に沿った適切な看護技術をもって対応で
きるよう、新しい技術の修得等、研鑽を積むことを定めたものであり、医学の立
場を堅持し、広く一般に認められていない看護等については行ってはならな
い。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の常勤の保健師又は看護師は、主
治の医師の指示に基づき適切な看護サービスが提供されるよう、必要な管理
をしなければならない。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、看護サービスの提供の開始に
際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師に看護小規模多機
能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書を提出し、看護
サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならな
い。

【運営に関する基準】　主治の医師との関係

「適切なサービス」とは、１の利用者に対して、通いサービス及び訪問サービス
を合わせて概ね週４日以上行うことが目安となるものである。指定看護小規模
多機能型居宅介護事業者は、通いサービス及び訪問サービスを提供しない日
であっても、電話による見守りを含め、利用者に何らかの形で関わることが望ま
しい。

なお、指定看護小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは身体介護に限ら
れないため、利用者宅を適宜訪問し、見守りの意味で声かけ等を行った場合で
も訪問サービスの回数に含めて差し支えない。

看護サービス（指定看護小規模多機能型居宅介護のうち、保健師、看護師、准
看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この章において「看護
師等」という。）が利用者に対して行う療養上の世話又は必要な診療の補助で
あるものをいう。以下この章において同じ。）の提供に当たっては、主治の医師
との密接な連携により、及び第百七十九条第一項に規定する看護小規模多機
能型居宅介護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう
妥当適切に行わなければならない。
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指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の常勤の保健師又は看護師は、主
治医と連携を図り、適切な指定看護小規模多機能型居宅介護を提供するた
め、定期的に看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居
宅介護報告書を主治医に提出しなければならないこと。

指定看護小規模多機能型居宅介護における看護サービスの実施に当たって
は、特に医療施設内の場合と異なり、看護師等が単独で行うことに十分留意す
るとともに慎重な状況判断等が要求されることを踏まえ、主治医との密接かつ
適切な連携を図ること。

看護サービスの利用対象者はその主治医が看護サービスの必要性を認めた
ものに限られるものであることを踏まえ、指定看護小規模多機能型居宅介護事
業者は、看護サービスの提供の開始に際しては、指示書の交付を受けなけれ
ばならないこととしたものであること。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の常勤の保健師又は看護師は、利
用者の主治医が発行する訪問看護指示の文書（以下「指示書」という。）に基づ
き看護サービスが行われるよう、主治医との連絡調整、看護サービスの提供を
担当する看護師等の監督等必要な管理を行わなければならないこと。なお、主
治医とは、利用申込者の選定により加療している医師をいい、主治医以外の複
数の医師から指示書の交付を受けることはできないものであること。

当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所である場合
にあっては、前二項の規定にかかわらず、第二項の主治の医師の文書による
指示及び前項の看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出は、診療記録へ
の記載をもって代えることができる。
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指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に、登録
者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たっては、
指定居宅介護支援等基準第十三条各号に掲げる具体的取扱方針に沿って行
うものとする。

指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員は、指定居宅介護支
援事業所の介護支援専門員が通常行っている業務を行わなければならないも
のである。

サテライト事業所に研修修了者を配置する場合の居宅サービス計画の作成に
ついては、本体事業所の介護支援専門員が行う必要があること。

＜居宅サービス計画＞

小規模多機能型居宅介護は、あらかじめサービスの利用計画を立てていても、
利用日時の変更や利用サービスの変更(通いサービス→訪問サービス）が多い
が、こうした変更の後に、「居宅サービス計画」のうち週間サービス計画表（第3
表）やサービス利用票(第7表）等を再作成する必要があるのか。
19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 介護老人福祉施設
及び地域密着型サービスに関するQ&A ／14

当初作成した「居宅サービス計画」の各計画表に変更がある場合には、原則と
して、各計画表の変更を行う必要があるが、小規模多機能型居宅介護は、利
用者の様態や希望に応じた弾力的なサービス提供が基本であることを踏まえ、
利用者から同意を得ている場合には、利用日時の変更や利用サービスの変更
（通いサービス→訪問サービス）の度に計画の変更を行う必要はなく、実績を記
載する際に計画の変更を行うこととして差し支えない。

登録者の居宅サービス計画は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護
支援専門員に作成させることとしたものである。このため、指定小規模多機能
型居宅介護の利用を開始した場合には、介護支援専門員は当該指定小規模
多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員に変更することとなる。

＜ケアマネジャーの変更＞

居宅介護支援事業所のケアマネジャーを利用している利用者が小規模多機能
型居宅介護の利用を開始した場合、ケアマネジャーを小規模多機能型居宅介
護事業所のケアマネジャーに変更しなければならないのか。
18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A ／57

小規模多機能型居宅介護は「通い」、「訪問」、「宿泊」をパッケージで提供する
ものであり、利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合には、
ケアマネジャーは当該小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャーに変
更することとなる。

【運営に関する基準】　居宅サービス計画の作成
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一　指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス
計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成に関する業
務の主要な過程を介護支援専門員に担当させることとしたものである。

【運営に関する基準】　指定居宅介護支援の具体的取扱方針（基準第13条）より抜粋

基準第13条は、利用者の課題分析、サービス担当者会議の開催、居宅サービ
ス計画の作成、居宅サービス計画の実施状況の把握などの居宅介護支援を構
成する一連の業務のあり方及び当該業務を行う介護支援専門員の責務を明ら
かにしたものである。

なお、利用者の課題分析（第６号）から担当者に対する個別サービス計画の提
出依頼（第12号）に掲げる一連の業務については、基準第１条の２に掲げる基
本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこ
のプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを
得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の
順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ
位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に
基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切な対応しなければ
ならない。

＜その他（※今回の報酬改定以外）＞

　居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画に記載する内容が重複す
る場合の取扱い如何。
24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ（Vol.2）（平成24年3月30日）」の送付について ／27

　居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画に記載すべき内容が重複
する場合にあっては、いずれかの計画に当該内容を記載することとなる。
　　なお、小規模多機能型居宅介護の居宅サービス計画等の様式について
は、「小規模多機能型居宅介護のケアマネジメントについて（ライフサポート
ワーク）」として調査研究事業の成果が取りまとめられており（※）、こうした様式
例等も参考とし、適宜活用されたい。
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二　指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利
用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう
に説明を行う。

三　介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自
立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等
に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにし
なければならない。

四　介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日
常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス（法第二十四条第
二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。以下同じ。）以外の保健医療
サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサー
ビス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければな
らない。

居宅サービス計画は、利用者の日常生活全般を支援する観点に立って作成さ
れることが重要である。このため、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっ
ては、利用者の希望や課題分析の結果に基づき、介護給付等対象サービス以
外の、例えば、市町村保健師等が居宅を訪問して行う指導等の保健サービス、
老人介護支援センターにおける相談援助及び市町村が一般施策として行う配
食サービス、寝具乾燥サービスや当該地域の住民による見守り、配食、会食な
どの自発的な活動によるサービス等、更には、こうしたサービスと併せて提供さ
れる精神科訪問看護等の医療サービス、はり師・きゅう師による施術、保健師・
看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師による機能訓練なども含めて居
宅サービス計画に位置付けることにより総合的な計画となるよう努めなければ
ならない。

なお、介護支援専門員は、当該日常生活全般を支援する上で、利用者の希望
や課題分析の結果を踏まえ、地域で不足していると認められるサービス等につ
いては、介護給付等対象サービスであるかどうかを問わず、当該不足している
と思われるサービス等が地域において提供されるよう関係機関等に働きかけて
いくことが望ましい。

指定居宅介護支援は、利用者及びその家族の主体的な参加及び自らの課題
解決に向けての意欲の醸成と相まって行われることが重要である。このために
は、指定居宅介護支援について利用者及びその家族の十分な理解が求めら
れるものであり、介護支援専門員は、指定居宅介護支援を懇切丁寧に行うこと
を旨とし、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うことが
肝要である。

利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うためには、利用者の心身又
は家族の状態等に応じて、継続的かつ計画的に居宅サービスが提供されるこ
とが重要である。介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に当
たり、継続的な支援という観点に立ち、計画的に指定居宅サービス等の提供が
行われるようにすることが必要であり、支給限度額の枠があることのみをもっ
て、特定の時期に偏って継続が困難な、また必要性に乏しい居宅サービスの
利用を助長するようなことがあってはならない。
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五　介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用
者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事
業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家
族に対して提供するものとする。

七　介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセス
メント」という。）に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に
面接して行わなければならない。この場合において、介護支援専門員は、面接
の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければなら
ない。

六　介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法
により、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅
サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問
題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援
する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

居宅サービス計画は、個々の利用者の特性に応じて作成されることが重要で
ある。このため介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に先立ち利用者
の課題分析を行うこととなる。

課題分析とは、利用者の有する日常生活上の能力や利用者が既に提供を受
けている指定居宅サービスや介護者の状況等の利用者を取り巻く環境等の評
価を通じて利用者が生活の質を維持・向上させていく上で生じている問題点を
明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上
で解決すべき課題を把握することであり、利用者の生活全般についてその状態
を十分把握することが重要である。

なお、当該課題分析は、介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによっ
て行われてはならず、利用者の課題を客観的に抽出するための手法として合
理的なものと認められる適切な方法を用いなければならないものであるが、こ
の課題分析の方法については、別途通知するところによるものである。

介護支援専門員は、利用者自身がサービスを選択することを基本に、これを支
援するものである。このため、介護支援専門員は、利用者によるサービスの選
択に資するよう、利用者から居宅サービス計画案の作成にあたって複数の指
定居宅サービス事業者等の紹介の求めがあった場合等には誠実に対応すると
ともに、居宅サービス計画案を利用者に提示する際には、当該利用者が居住
する地域の指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の
情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。したがって、
特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、
利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のサービスのみによる居宅
サービス計画原案を最初から提示するようなことがあってはならない。

また、例えば集合住宅等において、特定の指定居宅サービス事業者のサービ
スを利用することを、選択の機会を与えることなく入居条件とするようなことは
あってはならないが、居宅サービス計画についても、利用者の意思に反して、
集合住宅と同一敷地内等の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計
画に位置付けるようなことはあってはならない。
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「作成年月日」とは、何の日付を記載するのか？（全国高齢者保健福祉・介護
保健家計主管課長会議資料、平成16年2月19日）

利用者（家族）と介護支援専門員等（援助者）との間で、介護サービス計画原案
について説明・同意（共通認識）がなされた日である。なお、居宅サービス計画
「第4表」、「第5表（旧照会）」及び施設サービス計画「第5表」、「第6表」について
は、介護支援専門員が作成（記録）した日である。また、居宅サービス計画「第
6表（現第5表居宅介護支援経過）」及び施設サービス計画「第7表」について
は、介護支援専門員が作成（記録）を開始した日である。

八　介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの
結果に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス
等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき
課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者
及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決す
べき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内
容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅
サービス計画の原案を作成しなければならない。

介護支援専門員は、居宅サービス計画が利用者の生活の質に直接影響する
重要なものであることを十分に認識し、居宅サービス計画原案を作成しなけれ
ばならない。したがって、居宅サービス計画原案は、利用者の希望及び利用者
についてのアセスメントの結果による専門的見地に基づき、利用者の家族の希
望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案した上
で、実現可能なものとする必要がある。

また、当該居宅サービス計画原案には、利用者及びその家族の生活に対する
意向及び総合的な援助の方針並びに生活全般の解決すべき課題を記載した
上で、提供されるサービスについて、その長期的な目標及びそれを達成するた
めの短期的な目標並びにそれらの達成時期等を明確に盛り込み、当該達成時
期には居宅サービス計画及び各指定居宅サービス等の評価を行い得るように
することが重要である。

さらに、提供されるサービスの目標とは、利用者がサービスを受けつつ到達し
ようとする目標を指すものであり、サービス提供事業者側の個別のサービス行
為を意味するものではないことに留意する必要がある。

介護支援専門員は、解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）に当
たっては、利用者が入院中であることなど物理的な理由がある場合を除き必ず
利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならな
い。この場合において、利用者やその家族との間の信頼関係、協働関係の構
築が重要であり、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対
して十分に説明し、理解を得なければならない。なお、このため、介護支援専門
員は面接技法等の研鑽に努めることが重要である。

また、当該アセスメントの結果について記録するとともに、基準第29条第２項の
規定に基づき、当該記録は、２年間保存しなければならない。

64／111



看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）

ただし、利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身の状況等により、主
治の医師又は歯科医師（以下この条において「主治の医師等」という。）の意見
を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合について
は、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

（改）サービス担当者会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介し
たコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことがで
きるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この⑨において「利用者
等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当
該利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に
当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者におけ
る個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シス
テムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービス計画とする
ため、各サービスが共通の目標を達成するために具体的なサービスの内容と
して何ができるかなどについて、利用者やその家族、居宅サービス計画原案に
位置付けた指定居宅サービス等の担当者からなるサービス担当者会議の開催
により、利用者の状況等に関する情報を当該担当者と共有するとともに、専門
的な見地からの意見を求め調整を図ることが重要である。

なお、利用者やその家族の参加が望ましくない場合（家庭内暴力等）には、必
ずしも参加を求めるものではないことに留意されたい。また、やむを得ない理由
がある場合については、サービス担当者に対する照会等により意見を求めるこ
とができるものとしているが、この場合にも、緊密に相互の情報交換を行うこと
により、利用者の状況等についての情報や居宅サービス計画原案の内容を共
有できるようにする必要がある。

なお、ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、利用者（末期の悪性腫瘍
の患者に限る。）の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師（以下「主
治の医師等」という。）の意見を勘案して必要と認める場合のほか、開催の日程
調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加
が得られなかった場合、居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に
大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合等が想定される。

九　介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービ
ス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅
サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者（以下この条
において「担当者」という。）を招集して行う会議（テレビ電話装置その他の情報
通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものと
する。ただし、利用者又はその家族（以下この号において「利用者等」という。）
が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等
の同意を得なければならない。）をいう。以下同じ。）の開催により、利用者の状
況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案
の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
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なお、当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容につい
て記録するとともに、当該記録は、２年間保存しなければならない。

十　介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サー
ビス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅
サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文
書により利用者の同意を得なければならない。

＜主治の医師について＞

末期の悪性腫瘍の利用者に関するケアマネジメントプロセスの簡素化における
「主治の医師」については、「利用者の最新の心身の状態、受診中の医療機
関、投薬内容等を一元的に把握している医師」とされたが、具体的にどのような
者を想定しているのか。
30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）（平成30年
3月23日）」の送付について ／132

訪問診療を受けている末期の悪性腫瘍の利用者については、診療報酬におけ
る在宅時医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する医療機関
の医師を「主治の医師」とすることが考えられる。これらの医師については、居
宅介護支援専門員に対し、病状の変化等について適時情報提供を行うこととさ
れていることから、連絡を受けた場合には十分な連携を図ること。また、在宅時
医学総合管理料等を算定していない末期の悪性腫瘍の利用者の場合でも、家
族等からの聞き取りにより、かかりつけ医として定期的な診療と総合的な医学
管理を行っている医師を把握し、当該医師を主治の医師とすることが望まし
い。

居宅サービス計画に位置付ける指定居宅サービス等の選択は、利用者自身が
行うことが基本であり、また、当該計画は利用者の希望を尊重して作成されな
ければならない。利用者に選択を求めることは介護保険制度の基本理念であ
る。このため、当該計画原案の作成に当たって、これに位置付けるサービスに
ついて、また、サービスの内容についても利用者の希望を尊重することととも
に、作成された居宅サービス計画の原案についても、最終的には、その内容に
ついて説明を行った上で文書によって利用者の同意を得ることを義務づけるこ
とにより、利用者によるサービスの選択やサービス内容等への利用者の意向
の反映の機会を保障しようとするものである。

また、当該説明及び同意を要する居宅サービス計画原案とは、いわゆる居宅
サービス計画書の第１表から第３表まで、第６表及び第７表（「介護サービス計
画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」（平成11年11月12日老企
第29号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）に示す標準様式を指す。）に相
当するものすべてを指すものである。

また、末期の悪性腫瘍の利用者について必要と認める場合とは、主治の医師
等が日常生活上の障害が１ヶ月以内に出現すると判断した時点以降におい
て、主治の医師等の助言を得た上で、介護支援専門員がサービス担当者に対
する照会等により意見を求めることが必要と判断した場合を想定している。な
お、ここでいう「主治の医師等」とは、利用者の最新の心身の状態、受診中の医
療機関、投薬内容等を一元的に把握している医師であり、要介護認定の申請
のために主治医意見書を記載した医師に限定されないことから、利用者又はそ
の家族等に確認する方法等により、適切に対応すること。また、サービス種類
や利用回数の変更等を利用者に状態変化が生じるたびに迅速に行っていくこ
とが求められるため、日常生活上の障害が出現する前に、今後利用が必要と
見込まれる指定居宅サービス等の担当者を含めた関係者を招集した上で、予
測される状態変化と支援の方向性について関係者間で共有しておくことが望ま
しい。
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十一　介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅
サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。

十二　介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス
事業者等に対して、訪問介護計画等指定居宅サービス等基準において位置付
けられている計画の提出を求めるものとする。

居宅サービス計画と個別サービス計画との連動性を高め、居宅介護支援事業
者とサービス提供事業者の意識の共有を図ることが重要である。

このため、基準第13条第12号に基づき、担当者に居宅サービス計画を交付し
たときは、担当者に対し、個別サービス計画の提出を求め、居宅サービス計画
と個別サービス計画の連動性や整合性について確認することとしたものであ
る。

なお、介護支援専門員は、担当者と継続的に連携し、意識の共有を図ることが
重要であることから、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合
性の確認については、居宅サービス計画を担当者に交付したときに限らず、必
要に応じて行うことが望ましい。

さらに、サービス担当者会議の前に居宅サービス計画の原案を担当者に提供
し、サービス担当者会議に個別サービス計画案の提出を求め、サービス担当
者会議において情報の共有や調整を図るなどの手法も有効である。

「サービス利用票（兼居宅サービス計画）」について

居宅介護支援事業者は、Ⅳに定める「居宅サービス計画書」において作成され
た居宅サービス計画の内、保険給付対象内のサービスについては、サービス
の実績管理（給付管理票の作成）を月を単位として行い、その結果を国民健康
保険連合会に提出するという、一連の「給付管理業務」を行うこととなる。

また、「居宅サービス計画」に位置づけた指定居宅サービス等は、保険給付の
対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の内容について利
用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得なければならないとし
ており、「給付管理業務」が月を単位として行われるため、当該「居宅サービス
計画の説明及び同意」についても月毎に確認を要することとなる。

居宅サービス計画を作成した際には、遅滞なく利用者及び担当者に交付しなけ
ればならない。

また、介護支援専門員は、担当者に対して居宅サービス計画を交付する際に
は、当該計画の趣旨及び内容等について十分に説明し、各担当者との共有、
連携を図った上で、各担当者が自ら提供する居宅サービス等の当該計画（以
下「個別サービス計画」という。）における位置付けを理解できるように配慮する
必要がある。

なお、基準第29条第２項の規定に基づき、居宅サービス計画は、２年間保存し
なければならない。
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指定居宅介護支援においては、利用者の有する解決すべき課題に即した適切
なサービスを組み合わせて利用者に提供し続けることが重要である。このため
に介護支援専門員は、利用者の解決すべき課題の変化に留意することが重要
であり、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（利
用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。）を行
い、利用者の解決すべき課題の変化が認められる場合等必要に応じて居宅
サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜
の提供を行うものとする。

なお、利用者の解決すべき課題の変化は、利用者に直接サービスを提供する
指定居宅サービス事業者等により把握されることも多いことから、介護支援専
門員は、当該指定居宅サービス事業者等のサービス担当者と緊密な連携を図
り、利用者の解決すべき課題の変化が認められる場合には、円滑に連絡が行
われる体制の整備に努めなければならない。

＜個別サービス計画の提供依頼について＞

　新たに「担当者に対する個別サービス計画の提出依頼」が基準に定められた
が、施行日の平成27年４月１日には、担当者に対して個別サービス計画の提
出依頼を一斉に行わなければならないのか。
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関す
るQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／188

　当該規定は、居宅介護支援事業所と指定居宅サービス等の事業所の意識の
共有を図る観点から導入するものである。居宅介護支援事業所の多くは、個別
サービス計画の提出を従来より受けており、提出を受けていない居宅介護支援
事業所については、速やかに個別サービス計画の提出を求められたい。

十三　介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の
実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必
要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調
整その他の便宜の提供を行うものとする。

＜個別サービス計画の提供依頼について＞

　個別サービス計画は居宅介護支援事業所で保管する居宅サービス計画の保
存期間と同じ２年間とするのか。
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関す
るQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／187

　個別サービス計画については、運営基準第29条における記録の整備の対象
ではないが、居宅サービス計画の変更に当たっては、個別サービス計画の内
容なども検証した上で見直しを行うべきであることから、その取扱いについて適
切に判断されたい。

68／111



看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）

介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、居宅サービス計画の作成後に
おいても、利用者及びその家族、主治の医師、指定居宅サービス事業者等と
の連絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サービス事業者等の担当者との
連携により、モニタリングが行われている場合においても、特段の事情のない
限り、少なくとも１月に１回は利用者の居宅で面接を行い、かつ、少なくとも１月
に１回はモニタリングの結果を記録することが必要である。

また、「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用
者に面接することができない場合を主として指すものであり、介護支援専門員
に起因する事情は含まれない。さらに、当該特段の事情がある場合について
は、その具体的な内容を記録しておくことが必要である。

なお、基準第29条第２項の規定に基づき、モニタリングの結果の記録は、２年
間保存しなければならない。

また、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況
に係る情報は、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師が医療サービスの必
要性等を検討するにあたり有効な情報である。このため、指定居宅介護支援の
提供に当たり、例えば、

・薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度に服用している
・薬の服用を拒絶している
・使いきらないうちに新たに薬が処方されている
・口臭や口腔内出血がある
・体重の増減が推測される見た目の変化がある
・食事量や食事回数に変化がある
・下痢や便秘が続いている
・皮膚が乾燥していたり湿疹等がある
・リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず提供され
ていない状況

等の利用者の心身又は生活状況に係る情報を得た場合は、それらの情報のう
ち、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師の助言が必要であると介護支援
専門員が判断したものについて、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に
提供するものとする。なお、ここでいう「主治の医師」については、要介護認定
の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定されないことに留意する
こと。

十四　介護支援専門員は、第十三号に規定する実施状況の把握（以下「モニタ
リング」という。）に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業
者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるとこ
ろにより行わなければならない。
イ　少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
ロ　少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。

十三の二　介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る
情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔
くう機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認め
るものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提
供するものとする。
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十六　第三号から第十二号までの規定は、第十三号に規定する居宅サービス
計画の変更について準用する。

※居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて（令
和３年３月31日）

介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合な
ど本号に掲げる場合には、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス
計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求め
るものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービス担当
者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。なお、ここでいう
やむを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当
者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合や居宅
サービス計画の変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られ
ない場合等が想定される。

当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容については記
録するとともに、基準第29条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存
しなければならない。

また、前記の担当者からの意見により、居宅サービス計画の変更の必要がな
い場合においても、記録の記載及び保存について同様である。

介護支援専門員は、居宅サービス計画を変更する際には、原則として、基準第
13条第３号から第12号までに規定された居宅サービス計画作成に当たっての
一連の業務を行うことが必要である。

なお、利用者の希望による軽微な変更（例えばサービス提供日時の変更等で、
介護支援専門員が基準第13条第３号から第12号までに掲げる一連の業務を
行う必要性がないと判断したもの）を行う場合には、この必要はないものとす
る。ただし、この場合においても、介護支援専門員が、利用者の解決すべき課
題の変化に留意することが重要であることは、同条第13号（⑬居宅サービス計
画の実施状況等の把握及び評価等）に規定したとおりであるので念のため申し
添える。

十五　介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議
の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門
的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場
合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものと
する。
イ　要介護認定を受けている利用者が法第二十八条第二項に規定する要介護
更新認定を受けた場合
ロ　要介護認定を受けている利用者が法第二十九条第一項に規定する要介護
状態区分の変更の認定を受けた場合
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サービス提供の回数変更

同一事業所における週１回程度のサービス利用回数の増減のような場合に
は、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。

利用者の住所変更

利用者の住所変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考
えられる。

事業所の名称変更

単なる事業所の名称変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるも
のと考えられる。

福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合

福祉用具の同一種目における機能の変化を伴わない用具の変更については、
「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。

サービス提供の曜日変更

利用者の体調不良や家族の都合など臨時的、一時的なもので、単なる曜日、
日付の変更のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考
えられる。
※なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更
する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の
利用）から第11号（居宅サービス計画の交付）までの一連の業務を行う必要性
の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。（以
下同じ）

目標期間の延長

単なる目標設定期間の延長を行う場合（ケアプラン上の目標設定（課題や期
間）を変更する必要が無く、単に目標設定期間を延長する場合など）について
は、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。

各項目に係る取扱いの可否については、介護支援専門員の判断を十分に踏ま
え、各市町村においては、その可否に係る判断にあたっては根拠を示し、双方
が理解できる形で対応がなされるよう、改めて特段のご配意をお願いいたしま
す。

そのため、日頃から、居宅介護支援事業所におかれましては、例えば、各地域
の職能団体等を通じて、今般の各項目に係る取扱いについて、各地域の実情
を踏まえた基本的な考え方等の整理や合意が図られるよう、意見交換会や協
議の場等の開催を各市町村に提案し、一方、各市町村におかれましては、これ
らの場を積極的に活用し、双方の認識共有、合意形成の一層の充実に努めら
れますよう併せてお願いいたします。

ケアプランの軽微な変更の内容について（ケアプランの作成）

居宅サービス計画を変更する際には、原則として、指定居宅介護支援等の事
業及び運営に関する基準の第13条第３号から第11号までに規定されたケアプ
ラン作成にあたっての一連の業務を行うことを規定している。
なお、「利用者の希望による軽微な変更（サービス提供日時の変更等）を行う場
合には、この必要はないものとする。」としているところである。

71／111



看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）

サービス利用回数の増減によるサービス担当者会議の必要性

単なるサービス利用回数の増減（同一事業所における週１回程度のサービス
利用回数の増減など）については、「軽微な変更」に該当する場合もあるものと
考えられ、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならない
ものではない。

しかしながら、例えば、ケアマネジャーはサービス事業所へ周知した方が良い
と判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制
限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているよ
うに、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想
定される。

担当介護支援専門員の変更

契約している居宅介護支援事業所における担当介護支援専門員の変更（但
し、新しい担当者が利用者はじめ各サービス担当者と面識を有していること。）
のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。

ケアプランの軽微な変更の内容について（サービス担当者会議）

基準の解釈通知のとおり、「軽微な変更」に該当するものであれば、例えば
サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではな
い。

しかしながら、例えば、ケアマネジャーがサービス事業所へ周知したほうが良い
と判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制
限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているよ
うに、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想
定される。

目標もサービスも変わらない（利用者の状況以外の原因による）単なる事業所
変更

目標もサービスも変わらない（利用者の状況以外の原因による）単なる事業所
変更については、「軽微な変更」に配当する場合があるものと考えられる。

目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合

第一表の総合的な援助の方針や第二表の生活全般の解決すべき課題、目標
サービス種別等が変わらない範囲で、目標を達するためのサービス内容が変
わるだけの場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
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（改）「利用者の状態に大きな変化が見られない」の取扱い

「利用者の状態に大きな変化が見られない」の取扱いについては、まずはモニ
タリングを踏まえ、サービス事業者間（担当者間）の合意が前提である。

その上で具体的には、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の
提示について」（平成11年11月12日老企第29号）の「課題分析標準項目（別
添）」等のうち、例えば、
・　「健康状態（既往歴、主傷病、病状、痛み等）」
・　「ＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄等）」
・　「ＩＡＤL（調理、掃除、買い物、金銭管理、服薬状況等）」
・　「日常の意思決定を行うための認知能力の程度」
・　「意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーション」
・　「社会との関わり（社会的活動への参加意欲、社会との関わりの変化、喪失
感や孤独感等）」
・　「排尿・排便（失禁の状況、排尿排泄後の後始末、コントロール方法、頻度な
ど）」
・　「褥瘡・皮膚の問題（褥瘡の程度、皮膚の清潔状況等）」
・　「口腔衛生（歯・口腔内の状態や口腔衛生）」
・　「食事摂取（栄養、食事回数、水分量等）」
・　「行動・心理症状（ＢＰＳＤ）（妄想、誤認、幻覚、抑うつ、不眠、不安、攻撃的
行動、不穏、焦燥、性的脱抑制、収集癖、叫声、泣き叫ぶ、無気力等）」
等を総合的に勘案し、判断すべきものである。

（改）看取り期など限定的な局面時における暫定ケアプラン作成時のプロセス
の取扱いについて

暫定ケアプランについて、利用者の状態等を踏まえ、本ケアプラン（原案）にお
いても同様の内容が見込まれる場合（典型的には看取り期が想定されるが、こ
れに限られない。）は、暫定ケアプラン作成の際に行った「指定居宅支援等の
事業の人員及び運営に関する基準」（平成11年３月31日厚令38）の第13条に掲
げるケアマネジメントの一連のプロセスについて、必ずしも改めて同様のプロセ
スを踏む必要はない。

ケアプランの軽微な変更に関するサービス担当者会議の全事業所招集の必要
性

ケアプランの「軽微な変更」に該当するものであれば、サービス担当者会議の
開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。

ただし、サービス担当者会議を開催する必要がある場合には、必ずしもケアプ
ランに関わるすべての事業所を招集する必要はなく、基準の解釈通知に定め
ているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めるこ
とが想定される。
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介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的か
つ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活
を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院
又は入所を希望する場合には、介護保険施設はそれぞれ医療機能等が異な
ることに鑑み、主治医の意見を参考にする、主治医に意見を求める等をして介
護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。

※計画期間中の「サービス利用票・提供票」の再作成について（全国介護保険
担当者会議資料、平成12年3月8日）

特に下記のように、「給付管理票」の記載内容に影響のある場合は、必ず
「サービス利用票」等の再作成が必要となる。「サービス利用票」等の再作成、
及びその内容の「給付管理票」への反映が行われない場合には、サービス事
業者の請求に対して報酬が支払われず、利用者が当該サービスの総費用を請
求されるもとになるなど、事業者、利用者とのトラブルの原因となることに十分
留意が必要である。
・「サービス利用票」に記載された事業所ごとのサービス種類の額の合計が当
初の計画を上回る場合
・事業者を変更する場合　等

十七　介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合
的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常
生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への
入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の
提供を行うものとする。

第５表「居宅介護支援経過」は、介護支援専門員等がケアマネジメントを推進
する上での判断の根拠や介護報酬請求に係る内容等を記録するものであるこ
とから、介護支援専門員が日頃の活動を通じて把握したことや判断したこと、
持ち越された課題などを、記録の日付や情報収集の手段（「訪問」（自宅や事業
所等の訪問先を記載）、「電話」・「ＦＡＸ」・「メール」（これらは発信（送信）・受信
がわかるように記載）等）とその内容について、時系列で誰もが理解できるよう
に記載する。

そのため、具体的には、
・　日時（時間）、曜日、対応者、記載者（署名）
・　利用者や家族の発言内容
・　サービス事業者等との調整、支援内容等
・　居宅サービス計画の「軽微な変更」の場合の根拠や判断
等の客観的な事実や判断の根拠を、簡潔かつ適切な表現で記載する。

（居宅サービス計画等の）様式は、当初の介護サービス計画原案を作成する際
に記載し、その後、介護サービス計画の一部を変更する都度、別葉を使用して
記載するものとする。但し、サービス内容への具体的な影響がほとんど認めら
れないような軽微な変更については、当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点
を明記しつつ、同一用紙に継続して記載することができるものとする。
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十八　介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要
介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよ
う、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。

十九　介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医
療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意
を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。

十九の二　前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作
成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければなら
ない。

二十　介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテー
ション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係
る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以
外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービ
ス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているとき
は、当該留意点を尊重してこれを行うものとする。

訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指
導、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護（訪問看護サー
ビスを利用する場合に限る。）及び看護小規模多機能型居宅介護（訪問看護
サービスを利用する場合に限る。）については、主治の医師等がその必要性を
認めたものに限られるものであることから、介護支援専門員は、これらの医療
サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合にあっては主治の医師等の指
示があることを確認しなければならない。

このため、利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場
合には、介護支援専門員は、あらかじめ、利用者の同意を得て主治の医師等
の意見を求めるとともに、主治の医師等とのより円滑な連携に資するよう、当
該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画については、意見を求めた主治
の医師等に交付しなければならない。なお、交付の方法については、対面のほ
か、郵送やメール等によることも差し支えない。また、ここで意見を求める「主治
の医師等」については、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した
医師に限定されないことに留意すること。

なお、医療サービス以外の指定居宅サービス等を居宅サービス計画に位置付
ける場合にあって、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観
点からの留意事項が示されているときは、介護支援専門員は、当該留意点を
尊重して居宅介護支援を行うものとする。

介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者
から居宅介護支援の依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行
できるよう、あらかじめ、居宅での生活における介護上の留意点等の情報を介
護保険施設等の従業者から聴取する等の連携を図るとともに、居宅での生活
を前提とした課題分析を行った上で居宅サービス計画を作成する等の援助を
行うことが重要である。
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＜居宅療養管理指導に関する医師等からの情報提供等＞

居宅療養管理指導に関して、医師・歯科医師等により、介護支援専門員が情
報提供及び必要な助言を受けた場合、介護支援専門員はどのように対応すれ
ばよいのか。
21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1) ／71

居宅療養管理指導に関して、情報提供及び必要な助言を受けた内容を居宅介
護支援経過等に記載しておくこととする。

＜介護職員によるたんの吸引＞

居宅サービス計画に介護職員によるたんの吸引等を含むサービスを位置付け
る際の留意点は何か。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日）」の送付について ／117

士士法に基づく介護職員のたんの吸引等の実施については、医師の指示の下
に行われる必要がある。したがって、たんの吸引等については、居宅介護支援
等の事業の人員及び運営に関する基準第１３条第１９号の規定により、医師の
指示のある場合にのみ居宅サービス計画に位置付けることが可能となる。
居宅介護支援専門員は、たんの吸引等を含むサービスの利用が必要な場合
には、主治の医師の意見を求め、医師の指示の有無について確認するととも
に、サービスを提供する事業者が、士士法に基づく登録を受けているかについ
ても確認し、適法にたんの吸引等を実施できる場合に、居宅サービスに位置付
けることとする。
また、医師の指示のほか、居宅において訪問介護等によりたんの吸引を行う場
合には、訪問看護との連携などサービス間の連携が必要であり、サービス担当
者会議等において、必要な情報の共有や助言等を行う必要がある。例えば、当
該利用者の居宅等において、主治医の訪問診療時などの機会を利用して、利
用者・家族、連携・指導を行う訪問看護事業所、たんの吸引等を実施する訪問
介護事業所等その他関係サービス事業所が参加するサービス担当者会議等
を開催し、介護職員等によるたんの吸引等の実施が可能かどうかを確認の
上、共同して注意点等の伝達を行い、関係者間の情報共有を図るなど、安全に
たんの吸引等が実施することが必要である。

 ＜居宅療養管理指導に基づく情報提供について＞

　医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員が居宅療養管理指導を行った場合、
介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行う
ことが必須となったが、介護支援専門員における当該情報はどのように取り扱
うのか。
24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ（Vol.2）（平成24年3月30日）」の送付について ／18

　居宅療養管理指導に基づく情報提供は、居宅サービス計画の策定等に必要
なものであることから、情報提供を受けた介護支援専門員は居宅サービス計画
の策定等に当たり、当該情報を参考とすること。
　また、適切なサービスの提供に当たり、利用者に介護サービスを提供してい
る他の介護サービス事業者とも必要に応じて当該情報を共有すること。
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二十三　介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付
ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具
販売が必要な理由を記載しなければならない。

また、福祉用具貸与については以下の項目について留意することとする。

ア　介護支援専門員は、要介護１の利用者（以下「軽度者」という。）の居宅
サービス計画に指定福祉用具貸与を位置付ける場合には、「厚生労働大臣が
定める基準に適合する利用者等」（平成27年厚生労働省告示第94号）第31号
のイで定める状態像の者であることを確認するため、当該軽度者の「要介護認
定等基準時間の推計の方法」別表第１の調査票について必要な部分（実施日
時、調査対象者等の時点の確認及び本人確認ができる部分並びに基本調査
の回答で当該軽度者の状態像の確認が必要な部分）の写し（以下「調査票の
写し」という。）を市町村から入手しなければならない。

ただし、当該軽度者がこれらの結果を介護支援専門員へ提示することに、あら
かじめ同意していない場合については、当該軽度者の調査票の写しを本人に
情報開示させ、それを入手しなければならない。

イ　介護支援専門員は、当該軽度者の調査票の写しを指定福祉用具貸与事業
者へ提示することに同意を得たうえで、市町村より入手した調査票の写しにつ
いて、その内容が確認できる文書を指定福祉用具貸与事業者へ送付しなけれ
ばならない。

ウ　介護支援専門員は、当該軽度者が「指定居宅サービスに要する費用の額
の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸
与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準
の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成12年老企第36号）の第２の９
(２)①ウの判断方法による場合については、福祉用具の必要性を判断するた
め、利用者の状態像が、同ⅰ）からⅲ）までのいずれかに該当する旨につい
て、主治医意見書による方法のほか、医師の診断書又は医師から所見を聴取
する方法により、当該医師の所見及び医師の名前を居宅サービス計画に記載
しなければならない。この場合において、介護支援専門員は、指定福祉用具貸
与事業者より、当該軽度者に係る医師の所見及び医師の名前について確認が
あったときには、利用者の同意を得て、適切にその内容について情報提供しな
ければならない。

二十二　介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける
場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必
要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催
し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して
福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記
載しなければならない。

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売については、その特性と利用者の心身
の状況等を踏まえて、その必要性を十分に検討せずに選定した場合、利用者
の自立支援は大きく阻害されるおそれがあることから、検討の過程を別途記録
する必要がある。
このため、介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与及び特定福
祉用具販売を位置付ける場合には、サービス担当者会議を開催し、当該計画
に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならな
い。
なお、福祉用具貸与については、居宅サービス計画作成後必要に応じて随時
サービス担当者会議を開催して、利用者が継続して福祉用具貸与を受ける必
要性について専門的意見を聴取するとともに検証し、継続して福祉用具貸与を
受ける必要がある場合には、その理由を再び居宅サービス計画に記載しなけ
ればならない。
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二十七　指定居宅介護支援事業者は、同条第一項に規定する会議から、同条
第二項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な
協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。

地域包括ケアシステムの構築を推進するため、地域ケア会議が介護保険法上
に位置付けられ、関係者等は会議から資料又は情報の提供の求めがあった場
合には、これに協力するよう努めることについて規定されたところである。地域
ケア会議は、個別ケースの支援内容の検討を通じて、法の理念に基づいた高
齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援、高齢者の実態把握や課題
解決のための地域包括支援ネットワークの構築及び個別ケースの課題分析等
を行うことによる地域課題の把握を行うことなどを目的としていることから、指定
居宅介護支援事業者は、その趣旨・目的に鑑み、より積極的に協力することが
求められる。そのため、地域ケア会議から個別のケアマネジメントの事例の提
供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならないことに
ついて、具体的取扱方針においても、規定を設けたものである。

二十四　介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、認定審査会意
見又は指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類について
の記載がある場合には、利用者にその趣旨（同条第一項の規定による指定に
係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類については、その変更
の申請ができることを含む。）を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居
宅サービス計画を作成しなければならない。

指定居宅サービス事業者は、法第73条第２項の規定に基づき認定審査会意見
が被保険者証に記されているときは、当該意見に従って、当該被保険者に当
該指定居宅サービスを提供するように努める必要があり、介護支援専門員は、
利用者が提示する被保険者証にこれらの記載がある場合には、利用者にその
趣旨（法第37条第１項の指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービス
種類については、その変更の申請ができることを含む。）について説明し、理解
を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成する必要がある。

※福祉用具貸与の基準より
ウ　また、アにかかわらず、次のⅰ）からⅲ）までのいずれかに該当する旨が医
師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた
適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されて
いる場合にあっては、これらについて、市町村が書面等確実な方法により確認
することにより、その要否を判断することができる。この場合において、当該医
師の医学的な所見については、主治医意見書による確認のほか、医師の診断
書又は担当の介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画に記載する医師
の所見により確認する方法でも差し支えない。

ⅰ）疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯に
よって、頻繁に利用者等告示第31号のイに該当する者
（例　パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象）
ⅱ）疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等
告示第31号のイに該当することが確実に見込まれる者
（例　がん末期の急速な状態悪化）
ⅲ）疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回
避等医学的判断から利用者等告示第31号のイに該当すると判断できる者
（例　ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による
誤嚥性肺炎の回避）

注　括弧内の状態は、あくまでもⅰ）～ⅲ）の状態の者に該当する可能性のあ
るものを例示したにすぎない。また、逆に括弧内の状態以外の者であっても、
ⅰ）～ⅲ）の状態であると判断される場合もありうる。
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指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定小規模多機能型
居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場
合には、当該登録者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関
する書類を交付しなければならない。

登録者が指定小規模多機能型居宅介護事業者を変更した場合に、変更後の
指定小規模多機能型居宅介護事業者が滞りなく給付管理票の作成・届出等の
事務を行うことができるよう、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者
が他の指定小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登
録者からの申し出があった場合には、当該登録者に対し、直近の居宅サービ
ス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならないこととしたも
のである。

地域密着型介護サービス費又は居宅介護サービス費を利用者に代わり当該
指定小規模多機能型居宅介護事業者又は当該指定居宅サービス事業者に支
払うための手続きとして、指定小規模多機能型居宅介護事業者に、市町村（国
民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては当該国民健康保険団
体連合会）に対して、居宅サービス計画において位置づけられている指定小規
模多機能型居宅介護又は指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスと
して位置づけたものに関する情報を記載した文書（給付管理票）を毎月提出す
ることを義務づけたものである。

【運営に関する基準】　利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付

【運営に関する基準】　法定代理受領サービスに係る報告

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市町村に対し、居宅サービス
計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領
サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければ
ならない。
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介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、
看護師等と密接な連携を図りつつ行わなければならない。

介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、
地域における活動への参加の機会が提供されること等により、利用者の多様
な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。

「多様な活動」とは、地域の特性や利用者の生活環境に応じたレクリエーショ
ン、行事、園芸、農作業などの利用者の趣味又は嗜好（しこう）に応じた活動等
をいうものである。

介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、
その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得な
ければならない。

介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当
該看護小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。

介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても、
常に看護小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化
等の把握を行い、必要に応じて看護小規模多機能型居宅介護計画の変更を行
う。

当該計画の作成及びその実施に当たっては、いたずらにこれを利用者に強制
することとならないように留意するものとする。

当該計画の作成は利用者ごとに、介護支援専門員が行うものであるが、看護
小規模多機能型居宅介護計画のうち看護サービスに係る記載については、看
護師等と密接な連携を図ること。なお、看護サービスに係る計画とは、利用者
の希望、主治医の指示、看護目標及び具体的なサービス内容等を含むもので
あること。

介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を
踏まえて、他の看護小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目
標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した看護小
規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者
の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び
宿泊サービスを組み合わせた看護及び介護を行わなくてはならない。

【運営に関する基準】　看護小規模多機能型居宅介護計画の作成

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員（第
百七十一条第十三項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライ
ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下
この条において同じ。）に看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する
業務を、看護師等（准看護師を除く。第九項において同じ。）に看護小規模多機
能型居宅介護報告書の作成に関する業務を担当させるものとする。
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看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した看護小規模多機能型居
宅介護報告書を作成しなければならない。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、主治医との連携を図り、適切な
看護サービスを提供するため、看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護
小規模多機能型居宅介護報告書を定期的に主治医に提出しなければならな
い。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の常勤の保健師又は看護師は、看
護小規模多機能型居宅介護計画に沿った看護サービスの実施状況を把握し、
看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告
書に関し、助言、指導等必要な管理を行わなければならない。

看護師等（准看護師を除く。）は、看護小規模多機能型居宅介護報告書に、訪
問を行った日、提供した看護内容、サービス提供結果等を記載する。なお、基
準第179条に規定する報告書は、訪問の都度記載する記録とは異なり、主治医
に定期的に提出するものをいい、当該報告書の記載と先に主治医に提出した
看護小規模多機能型居宅介護計画の記載において重複する箇所がある場合
は、当該報告書における重複箇所の記載を省略しても差し支えないこと。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第12号にお
いて、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービ
ス事業者等に対して、指定居宅サービス等基準において位置付けられている
計画の提出を求めるものとする」と規定していることを踏まえ、小規模多機能型
居宅介護事業所において短期利用居宅介護費を算定する場合で、居宅介護
支援事業所の介護支援専門員が作成した居宅サービス計画に基づきサービス
を提供している小規模多機能型居宅介護事業者は、当該居宅サービス計画を
作成している指定居宅介護支援事業者から小規模多機能型居宅介護計画の
提供の求めがあった際には、当該小規模多機能型居宅介護計画を提供するこ
とに協力するよう努めるものとする。

小規模多機能型居宅介護計画は、利用者の心身の状況、希望及びその置か
れている環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内容
等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、介護支援専門員又はサ
テライト事業所の研修修了者は、小規模多機能型居宅介護計画の作成に当
たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、ま
た、当該小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。

なお、交付した小規模多機能型居宅介護計画は、基準第87条第２項の規定に
基づき、２年間保存しなければならない。
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以下、「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」（老企第55
号、平成12年３月30日）より

訪問看護計画書及び訪問看護報告書の様式は、別紙様式１及び別紙様式２を
標準として作成するものであること。

訪問看護計画書に関する事項

「看護・リハビリテーションの目標」の欄について
主治の医師の指示、利用者の希望や心身の状況等を踏まえ、利用者の療養
上の目標として、看護・リハビリテーションの目標を設定し、記入すること。

「問題点・解決策」及び「評価」の欄について
看護・リハビリテーションの目標を踏まえ、指定訪問看護を行う上での問題点及
び解決策並びに評価を具体的に記入すること。なお、「評価」の欄については、
初回の訪問看護サービス開始時においては、空欄であっても差し支えない。

「衛生材料等が必要な処置の有無」「処置の内容」「衛生材料等」及び「必要量」
の欄について
衛生材料等が必要になる処置の有無について○をつけること。また、衛生材料
等が必要になる処置がある場合、「処置の内容」及び「衛生材料等」について具
体的に記入し、「必要量」については１ヶ月間に必要となる量を記入すること。

「備考」の欄には特別な管理を要する内容、その他留意すべき事項等を記載す
ること。

＜その他＞

複合型サービス計画や複合型サービス報告書の様式は定められているのか。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成２４年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日）」の送付について ／177

定めていない。
複合型サービス計画や複合型サービス報告書の作成に当たっては「訪問看護
計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」（平成12年3月30日　老企55
号）を確認いただきたい（ただし、複合型サービス計画については看護サービス
に係る部分に限る。）。
なお、記載することとしている内容が含まれていれば従来使用していた訪問看
護報告書の様式を複合型サービス報告書として使用して差し支えない。

82／111



看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）

訪問看護計画書等は、利用者毎に作成し保管する。なお、途中で介護保険の
給付ではなく、医療保険給付対象となる訪問看護を受けた場合は、それが明確
になるように罫線で囲む等を行うこと。

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供にかかる定期巡回・随時対応
型訪問介護看護計画（訪問看護サービスに係る計画に限る。）、訪問看護報告
書及び訪問看護サービス記録書並びに指定看護小規模多機能型居宅介護の
提供にかかる指定看護小規模多機能型居宅介護計画（看護サービスに係る計
画に限る。）、看護小規模多機能型居宅介護報告書及び看護小規模多機能型
居宅介護記録書の作成については、訪問看護計画書、訪問看護報告書及び
訪問看護記録書と同様の取扱いとする。

訪問看護報告書に関する事項

「訪問日」の欄について
イ　指定訪問看護を実施した年月日を記入すること。
ロ　定訪問看護を行った日に〇を印すこと。なお、理学療法士、作業療法士又
は言語聴覚士による訪問看護を実施した場合は◇、急性増悪等により特別訪
問看護指示書の交付を受けて訪問した日には△、緊急時訪問を行った日は×
印とすること。

「病状の経過」の欄について
利用者の病状、日常生活動作（ＡＤＬ）の状況等について記入すること。

「看護の内容」の欄について
実施した指定訪問看護の内容について具体的に記入すること。

「家庭での介護の状況」の欄について
利用者の家族等の介護の実施状況、健康状態、療養環境等について必要に
応じて記入すること。

「衛生材料等の使用量および使用状況」の欄について
指定訪問看護における処置に使用した衛生材料等の名称、使用及び交換頻
度、１ヶ月間における使用量を記入すること。

「衛生材料等の種類・量の変更」の欄について
衛生材料等の変更の必要性の有無について○をつけること。変更内容は、利
用者の療養状況を踏まえた上で、処置に係る衛生材料等の種類・サイズ・量の
変更が必要な場合に記入すること。必要量については、１ヶ月間に必要となる
量を記入すること。

「評価」の欄には、各項目について、主治医に報告する直近の利用者の状態に
ついて記入すること。
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介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実
に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

介護サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者がそ
の自主性を保ち、意欲的に日々の生活を送ることが出来るように介護サービス
を提供し又は必要な支援を行うものとする。その際、利用者の人格に十分に配
慮しなければならない。

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担
により、利用者の居宅又は当該サービスの拠点における小規模多機能型居宅
介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等
は、可能な限り利用者と小規模多機能型居宅介護従業者が共同で行うよう努
めるものとする。

利用者が小規模多機能型居宅介護従業者と食事や清掃、洗濯、買物、園芸、
農作業、レクリエーション、行事等を可能な限り共同で行うことによって良好な
人間関係に基づく家庭的な生活環境の中で日常生活が送れるようにすること
に配慮したものである。

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の外出の機会の確保その他
の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければな
らない。

指定小規模多機能型居宅介護事業者は画一的なサービスを提供するのでは
なく、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活
の継続のための支援に努めることとしたものである。

【運営に関する基準】　介護等

【運営に関する基準】　社会生活上の便宜の提供等

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の
サービスを事業所の従業者に行わせなければならないことを定めたものであ
り、例えば、利用者の負担によって指定小規模多機能型居宅介護の一部を付
添者等に行わせることがあってはならない。ただし、指定小規模多機能型居宅
介護事業者の負担により、訪問入浴介護等のサービスの利用に供することは
差し支えない。

＜通所困難な利用者の入浴機会の確保＞

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者に対する指定訪問入浴介
護の提供について、連携方法や費用負担についての考え方如何。
3.4.9 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５）（令和３年４
月９日）」の送付について ／7

看取り期等で通いが困難となった利用者に対する訪問入浴介護サービスの提
供に当たっては、当該サービスの提供に関する連携方法、費用負担について、
事業者間で調整及び協議の上、決定されたい。
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指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要
な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難
である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図ると
ともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならな
い。

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の家族に対し、当該指定小
規模多機能型居宅介護事業所の会報の送付、当該事業者が実施する行事へ
の参加の呼びかけ等によって利用者とその家族が交流できる機会等を確保す
るよう努めなければならないこととするものである。

看護小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定看護小規模多機能型居宅
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要
な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ
ばならない。看護小規模多機能型居宅介護従業者が看護職員である場合に
あっては、必要に応じて臨時応急の手当てを行わなければならない。

偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行
為又は重大な過失等により、要介護状態又はその原因となった事故を生じさせ
るなどした者については、市町村が、法第22条第１項に基づく既に支払った保
険給付の徴収又は法第64条に基づく保険給付の制限を行うことができることに
鑑み、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、その利用者に関
し、保険給付の適正化の観点から市町村に通知しなければならない事由を列
記したものである。

【運営に関する基準】　緊急時等の対応

【運営に関する基準】　利用者に関する市町村への通知

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応
型訪問介護看護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合
は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
一　正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関す
る指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められると
き。
二　偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、郵便、証明書等の交付申請等、利
用者が必要とする手続等について、利用者又はその家族が行うことが困難な
場合は、原則としてその都度、その者の同意を得た上で代行しなければならな
いこととするものである。特に金銭にかかるものについては書面等をもって事
前に同意を得るとともに、代行した後はその都度本人に確認を得るものとす
る。
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営業日及び営業時間（第３号）

指定小規模多機能型居宅介護事業所は、365日利用者の居宅生活を支援する
ものであり、休業日を設けることは想定していないことから、営業日は365日と
記載すること。また、訪問サービスは、利用者からの随時の要請にも対応する
ものであることから、24時間と、通いサービス及び宿泊サービスは、それぞれの
営業時間を記載すること。

通常の事業の実施地域（第６号）
通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。な
お、通常の事業の実施地域は、利用申込に係る調整等の観点からの目安であ
り、当該地域を越えてサービスが行われることを妨げるものではないものであ
ること。また、通常の事業の実施地域については、事業者が任意に定めるもの
であるが、指定地域密着型サービスである指定定期巡回・随時対応型訪問介
護看護については、市町村が定める日常生活圏域内は、少なくとも通常の事
業の実施地域に含めることが適当であること。さらに、事業所所在地の市町村
の同意を得て事業所所在地以外の他の市町村から指定を受けた場合には、当
該他の市町村の一部の日常生活圏域を事業の実施地域の範囲に加えることも
あること

【運営に関する基準】　運営規程

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業
所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めて
おかなければならない。
一　事業の目的及び運営の方針
二　従業者の職種、員数及び職務の内容
三　営業日及び営業時間
四　指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊
サービスの利用定員
五　指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額
六　通常の事業の実施地域
七　サービス利用に当たっての留意事項
八　緊急時等における対応方法
九　非常災害対策
十　虐待の防止のための措置に関する事項
十一　その他運営に関する重要事項

協力医療機関については、次の点に留意するものとする。

①　協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが望ましいものであ
ること。
②　緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機関との間であら
かじめ必要な事項を取り決めておくこと。
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感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供
を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため
の計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必
要な措置を講じなければならない（3年間は努力義務）

訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及
び訓練を定期的に実施しなければならない。

【運営に関する基準】　（改）業務継続計画の策定等

非常災害対策（第９号）

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に際して必要な具体的計
画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施
等の対策の万全を期さなければならないこととしたものである。関係機関への
通報及び連携体制の整備とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速や
かに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底するとともに、日頃から消防団
や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるよ
うな体制作りを求めることとしたものである。なお「非常災害に関する具体的計
画」とは、消防法施行規則第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含
む。）及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。この場合、消
防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第８条の規定によ
り防火管理者を置くこととされている指定小規模多機能型居宅介護事業所に
あってはその者に行わせるものとする。また、防火管理者を置かなくてもよいこ
ととされている指定小規模多機能型居宅介護事業所においても、防火管理に
ついて責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わ
せるものとする。

同条第２項は、指定小規模多機能型居宅介護事業所が前項に規定する避難、
救出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られる
よう努めることとしたものであり、そのためには、地域住民の代表者等により構
成される運営推進会議を活用し、日頃から地域住民との密接な連携体制を確
保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要であ
る。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐ
など、より実効性のあるものとすること。

＜運営規程について＞

令和３年度改定において、運営基準等で経過措置期間を定め、介護サービス
事業所等に義務づけられたものがあるが、これらについて運営規程においては
どのように扱うのか。
3.4.21 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.７）（令和３年４
月21日）」の送付について ／1

・ 介護保険法施行規則に基づき運営規程については、変更がある場合は都道
府県知事又は市町村長に届け出ることとされているが、今般介護サービス事
業所等に対し義務づけられたもののうち、経過措置が定められているものにつ
いては、当該期間においては、都道府県知事等に届け出ることまで求めるもの
ではないこと。
・ 一方、これらの取組については、経過措置期間であってもより早期に取組を
行うことが望ましいものであることに留意すること。

89／111



看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を
行うものとする。

業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、事業所に実施が求め
られるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支え
ない。

また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求め
られることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加でき
るようにすることが望ましい。

研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間
に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解
の励行を行うものとする。職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的
（年1回以上）の教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施する
ことが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、感染症
の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止の
ための研修と一体的に実施することも差し支えない

訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅
速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感
染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年1回以上）に
実施するものとする。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感
染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支
えない。また、災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策に
係る訓練と一体的に実施することも差し支えない。訓練の実施は、机上を含め
その実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み
合わせながら実施することが適切である

業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容
については、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の
業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業
務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって
異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、
感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではな
い。

イ 感染症に係る業務継続計画
ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品
の確保等）
ｂ 初動対応
ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者
との情報共有等）

ロ 災害に係る業務継続計画
ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止し
た場合の対策、必要品の備蓄等）
ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）
ｃ 他施設及び地域との連携
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　前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、
地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的
運営に必要であると市町村が認めた場合は、指定小規模多機能型居宅介護
事業者は、市町村が認めた日から市町村介護保険事業計画（法第百十七条第
一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。）
の終期まで（市町村が次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たっ
て、新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定小規模多機能型居宅介
護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合にあっては、次期の
市町村介護保険事業計画の終期まで）に限り、登録定員並びに通いサービス
及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供
を行うことができる。

【運営に関する基準】　定員の遵守

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び
宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を
行ってはならない。ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者
の様態や希望等により特に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員
を超えることはやむを得ないものとする。なお、災害その他のやむを得ない事
情がある場合は、この限りでない。

特に必要と認められる場合」としては、例えば、以下のような事例等が考えられ
るが、「一時的」とは、こうした必要と認められる事情が終了するまでの間をいう
ものである。

（特に必要と認められる場合の例）
・　登録者の介護者が急病のため、急遽、事業所において通いサービスを提供
したことにより、当該登録者が利用した時間帯における利用者数が定員を超え
る場合
・　事業所において看取りを希望する登録者に対し、宿泊室においてサービス
を提供したことにより、通いサービスの提供時間帯における利用者数が定員を
超える場合
・　登録者全員を集めて催しを兼ねたサービスを提供するため、通いサービス
の利用者数が定員を超える場合
・　前記に準ずる状況により特に必要と認められる場合
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＜定員超過利用＞

過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域にお
ける指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市町村が認
めた場合は、市町村が認めた日から市町村介護保険事業計画の終期までに
限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて
サービス提供を行うことができるが、この場合の「過疎地域その他これに類する
地域」とは具体的にどのような地域が該当するのか。また、当該取扱いは、次
期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、市町村が将来のサービ
ス需要の見込みを踏まえて改めて検討し、新規に代替サービスを整備するより
も既存の事業所を活用した方が効率的であると認めた場合に限り、次期の市
町村介護保険事業計画の終期まで延長を可能とするとされているが、将来の
サービスの需要の見込みとはどのような場合を想定しているのか。
3.3.29 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３
月29日）」の送付について ／17

・具体的にどの地域まで対象範囲にするかについては、地域の実情に応じて各
市町村でご判断いただいて差し支えない。
・将来のサービスの需要の見込みについては、当該地域における指定小規模
多機能型居宅介護のニーズが成熟化し利用者数が減少傾向にある場合や、
利用者数は増加しているものの数年後に減少傾向になることが予測されてい
る場合等が想定される。

過疎地域その他これに類する地域であって、地域の実情により当該地域にお
ける指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市町村が認
めた場合に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員
を超えたサービス提供を例外的に認めることを定めたものである。

市町村は、その運用に際して次に掲げる点のいずれにも適合することを要件と
するとともに、当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の確保に努め
ることとする。

イ　指定小規模多機能型居宅介護事業所が人員及び設備に関する基準を満
たしていること。
ロ　市町村が登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員の超
過を認めた日から市町村介護保険事業計画の終期までの最大３年間を基本と
する。ただし、次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、市町村
が将来のサービス需要の見込みを踏まえて改めて検討し、新規に代替サービ
スを整備するよりも既存の事業所を活用した方が効率的であると認めた場合に
限り、次期の市町村介護保険事業計画の終期まで延長を可能とする。
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指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立
て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的
に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わな
ければならない。

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当
たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

＜消防関係＞

「非常災害時の開係機関ヘの通報及び連携体制を整備し、非常災害に関する
具体的な契約や通報・連携体制について定期的に従業者に周知する冒を規定
する」とされているが、その具体的内容如何。
18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A ／2

火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業
員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図リ、火災
等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたも
のである。

以下「介護保険施設等における防災対策の強化について（H24.4.20）より
１　情報の把握
事業所の職員は、災害発生直後にテレビ、ラジオ等の報道による津波情報、気
象情報等に関する情報の収集につとめること。また、事業所の管理者は、消防
機関その他の防災機関との連携を密にし、災害に関連する情報が事業所に確
実に伝わるよう連携体制を確立すること。さらに事業所内の職員にも速やかに
情報を伝達し、避難体制を整えること。

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に際して必要な具体的計
画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施
等の対策の万全を期さなければならないこととしたものである。関係機関への
通報及び連携体制の整備とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速や
かに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底するとともに、日頃から消防団
や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるよ
うな体制作りを求めることとしたものである。なお「非常災害に関する具体的計
画」とは、消防法施行規則第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含
む。）及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。この場合、消
防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第８条の規定によ
り防火管理者を置くこととされている指定小規模多機能型居宅介護事業所に
あってはその者に行わせるものとする。また、防火管理者を置かなくてもよいこ
ととされている指定小規模多機能型居宅介護事業所においても、防火管理に
ついて責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わ
せるものとする。

同条第２項は、指定小規模多機能型居宅介護事業所が前項に規定する避難、
救出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られる
よう努めることとしたものであり、そのためには、地域住民の代表者等により構
成される運営推進会議を活用し、日頃から地域住民との密接な連携体制を確
保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要であ
る。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐ
など、より実効性のあるものとすること。

【運営に関する基準】　非常災害対策

93／111



看護小規模多機能・運営基準編（天晴れ介護サービス編）

６　有効な避難訓練の実施
（１）事業所の管理者は、職員及び利用者等に対して避難場所、避難経路など
災害時における対応方法を周知するとともに、非常時には迅速かつ安全に避
難を行えるよう有効な避難訓練を計画的に実施すること。
（２）なお、夜間の災害では一層の混乱が予測されることから、夜間における訓
練も併せて実施すること。
（３）さらに海岸、湖岸、河川の近く等の津波による被害が予想される事業所に
おいては、津波警報が発令された場合の避難場所、避難経路をあらかじめ確
認し、職員等に周知する。また、避難を速やかに行うため地域の自治会や近隣
の住民との連携体制を構築し、こうした連携先との合同避難訓練を実施するこ
と。
（４）地震等非常事態発生時には、防災無線、テレビ、ラジオ等の報道機関から
の津波発生状況の情報把握を行いながら、最適な避難場所への誘導を行うこ
と。

４　職員等の防災意識の高揚
災害発生時の被害を未然に防止するため又は最小限に止めるためには、事業
所の管理者、職員、利用者等が日頃から防災意識を強く持つことが肝要であ
る。事業所の管理者は、職員、利用者等に対し、防災意識の啓発・育成を行
い、くれぐれも人為的な被害が発生しないよう努めること。

５　消防用設備及び避難設備等の点検
不測の事態に対処するためには、消火設備、警報設備、避難設備、非常通報
装置等の整備をしておくことは不可欠であるので、これらの設備等が常時機能
するよう点検を行い、適切に管理すること。また、非常口、避難器具等の付近
に障害物を置かない、施設内の落下防止策、転倒防止策の強化などきめ細か
な防災対策に心がけること。さらに、非常用発電機やラジオなど電源供給が寸
断された場合にも機能する設備の導入についても検討すること。
介護保険施設や居住系事業所においては、利用者・職員等のための水・食料
等の備蓄をしておくこと。

２　指揮組織の確立
災害時に備え事業所は、地震防災応急対策等を迅速かつ的確に実施するた
めの指揮機能を有する組織を事業所内に設置し、組織の構成、任務分担を定
めておくこと。なお、指揮命令を行う要員が不時の欠員になることも想定される
ことから、代替要員や夜間における対応、電話等通信機能が不能になった場
合の対応等についても各事業所であらかじめ定めておくこと。

３　防災管理体制の整備
事業所の管理者は、事業所の実態に即した防災管理体制の整備を図るととも
に、全職員の責任分担を明確にし、非常事態発生の際には迅速かつ円滑に機
能するよう確認を行うこと。
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指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の
設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な
措置を講じなければならない。

10　地域との連携
災害時には地域社会との連携が重要である。日頃より地域との関係を深め、
災害時には地域住民からの支援の受け入れや地域の要援護者の避難の受け
入れなど双方向の連携を行うことも検討されたい。
入所者のうち自力避難困難な方については、避難の容易な場所に可能な限り
部屋替えを行うこと。

【運営に関する基準】　（改）衛生管理等

８　危険物の管理
防火管理責任者は、暖房器具類の管理はもとより、プロパンガス、重油等の危
険物の保管状況について、常時、十分な点検と確認を行うこと。

９　事業所間の災害支援協定の締結
東日本大震災では、多くの関係者間において、被災施設から他施設への避
難、被災施設への他施設からの介護職員等の派遣などの支援が行われたとこ
ろであり、中でも事業所同士の支援は、即応性があるとともに被災施設にとっ
ても非常に役に立ったとの声も多かった。
ついては、あらかじめ、都道府県内の施設や近隣都道府県の施設との間で、
災害時における被災施設入所者の他施設への避難・被災施設からの受入れ、
介護職員等の被災施設への派遣・他施設からの受入れなどの支援について、
協定を結んでおくことも検討されたい。
また、事業者団体における支援体制の構築にも努められたい。

７　消防機関等関係諸機関との協力体制の確立
事業所の管理者は、消防機関はもとより、地域の消防組織等との連携を密に
し、施設の内部構造及び利用者の状況を十分認識してもらうとともに、避難・消
火等が円滑に実施できるよう協力体制の確立に努めること。
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具体的には次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基
づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携
等により行うことも差し支えない。

イ　感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識を有する者を含
む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有す
る者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メン
バーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を決めておく
ことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応
じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時
期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個
人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム
の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。なお、感染対策委員会
は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして
差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス
事業者との連携等により行うことも差し支えない。

感染対策委員会は、居宅介護支援事業所の従業者が１名である場合は、ロの
指針を整備することで、委員会を開催しないことも差し支えない。この場合に
あっては、指針の整備について、外部の感染管理等の専門家等と積極的に連
携することが望ましい。

次の点に留意するものとする。

イ　指定地域密着型通所介護事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止する
ための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、
常に密接な連携を保つこと。

ロ　特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対
策等については、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途
通知等が発出されているので、これに基づき、適切な措置を講じること。

ハ　空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。

指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所に
おいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講
じなければならない。
一　当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延
の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと
ができるものとする。）をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果
について、地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。
二　当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延
の防止のための指針を整備すること。
三　当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従
業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的
に実施すること。
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以下「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について
（H17.2.22）より

ハ　感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練

特定施設従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の
内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当
該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を
行うものとする。

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年
1回以上）を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが
望ましい。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。
なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策
力向上のための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支
えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと。

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応につい
て、訓練（シミュレーション）を定期的（年1回以上）に行うことが必要である。訓
練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を
定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策
をした上でのケアの演習などを実施するものとする。
訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で
実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。

社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福
祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症
状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるな
どの措置を講ずること。
ア　同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又
は重篤患者が１週間内に２名以上発生した場合
イ　同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上
又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ　ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等
の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

ロ　感染症の予防及びまん延の防止のための指針

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、
平常時の対策及び発生時の対応を規定する。

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる
感染対策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の
把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等
の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。また、発生時における
事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておく
ことも必要である。なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護
現場における感染対策の手引き」を参照されたい。
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指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応
型訪問介護看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、定期巡回・随時
対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの
選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定する事項を記
載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付
け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定に
よる掲示に代えることができる。

重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又はそ
の家族等が自由に閲覧可能な形で当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護
看護事業所内に備え付けることで同条第１項の掲示に代えることができること
を規定したものである。

正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らして
はならない。

【運営に関する基準】　秘密保持等

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に対して、過去に当該指定定
期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護
看護従業者その他の従業者であった者が、その業務上知り得た利用者又はそ
の家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務づけたもの
であり、具体的には、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当
該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型
訪問介護看護従業者その他の従業者が、従業者でなくなった後においてもこ
れらの秘密を保持すべき旨を、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者そ
の他の従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置く
などの措置を講ずべきこととするものである。

【運営に関する基準】　掲示

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、運営規程の概要、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処
理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施し
た直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用
申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を指定定期巡回・随
時対応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に掲示することを規定したもの
であるが、次に掲げる点に留意する必要がある。

イ　事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用
申込者、利用者又はその家族に対して見やすい場所のことであること。

ロ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制については、職種
ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、定期巡回・随時対応型
訪問介護看護従業者の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。
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広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならな
い。

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援事業
者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させ
ることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指定定期巡回・随時対応型訪
問介護看護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利
用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金
品その他の財産上の利益を供与してはならないこととしたものである。

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随
時対応型訪問介護看護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適
切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措
置を講じなければならない。

【運営に関する基準】　居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

【運営に関する基準】　苦情処理

「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該
事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかに
し、利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対す
る措置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること等で
ある。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者がサービス担当者会議等におい
て、課題分析情報等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個
人情報を、介護支援専門員や他のサービスの担当者と共有するためには、指
定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、あらかじめ、文書により利用
者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この
同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得て
おくことで足りるものである。

【運営に関する基準】　広告
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指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の苦情を受け付けた
場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、市町村からの求めがあっ
た場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、国民健康保険団体連合
会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合
会に報告しなければならない。

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期
巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合は、市町
村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連
絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の事故の状況及び
事故に際して採った処置について記録しなければならない。

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・
随時対応型訪問介護看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団
体連合会が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するとともに、国
民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当
該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

【運営に関する基準】　事故発生時の対応

利用者及びその家族からの苦情に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護
看護事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定定期
巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が提供したサービスとは関係のないも
のを除く。）の受付日、その内容等を記録することを義務づけたものである。

また、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、苦情がサービスの
質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏ま
え、サービスの質の向上に向けた取組を行うことが必要である。

なお、基準第３条の40第２項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、２年間
保存しなければならない。

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・
随時対応型訪問介護看護に関し、法第二十三条の規定により市町村が行う文
書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質
問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協
力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導
又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
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指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期
巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合
は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

利用者が安心して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を受けられ
るよう事故発生時の速やかな対応を規定したものである。

市町村への報告内容（様式）について
○介護保険施設等において市町村に事故報告を行う場合は、可能な限り別紙
様式を使用すること。※市町村への事故報告の提出は、電子メールによる提出
が望ましい。
○これまで市町村等で用いられている様式の使用及び別紙様式を改変しての
使用を妨げるものではないが、その場合であっても、将来的な事故報告の標準
化による情報蓄積と有効活用等の検討に資する観点から、別紙様式の項目を
含めること。

市町村への報告期限について
○第１報は、少なくとも別紙様式内の１から６の項目までについて可能な限り記
載し、事故発生後速やかに、遅くとも５日以内を目安に提出すること。
○その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析
や再発防止策等については、作成次第報告すること。

以下の点に留意するものとする。

①　利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事
故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ指定定期巡回・随時対
応型訪問介護看護事業者が定めておくことが望ましいこと。
②　指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、賠償すべき事態にお
いて速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力
を有することが望ましいこと。
③　指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、事故が生じた際には
その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。

市町村への報告対象について
○下記の事故については、原則として全て報告すること。
①死亡に至った事故
②医師（施設の勤務医、配置医を含む）の診断を受け投薬、処置等何らかの治
療が必要となった事故

○その他の事故の報告については、各自治体の取扱いによるものとすること。
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なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第２条におい
て、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月31日までの間は、努力義務と
されている。

虐待等への迅速かつ適切な対応
虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、
指定居宅介護支援事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町
村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めることとする。
以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場
合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。

「虐待防止検討委員会」は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が
発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であ
り、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担
を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。また、虐待防止の
専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。

虐待の未然防止
指定居宅介護支援事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常
に心がけながらサービス提供にあたる必要があり、第１条の２の基本方針に位
置付けられているとおり、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促
す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業
の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要である。

虐待等の早期発見
指定居宅介護支援事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐
待に準ずる事案を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見でき
るよう、必要な措置（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）
がとられていることが望ましい。また、利用者及びその家族からの虐待等に係
る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。

【運営に関する基準】　（改）虐待の防止

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はその再
発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一　当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止
のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができ
るものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、定期巡回・随
時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。
二　当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止
のための指針を整備すること。
三　当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期
的に実施すること。
四　前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
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虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なもの
であることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情
報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要であ
る。

虐待防止検討委員会は、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深い
と認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営する
こととして差し支えない。また、施設に実施が求められるものであるが、他の
サービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。

虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと
する。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者にお
ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シ
ステムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普
及・啓発するものであるとともに、当該指定特定施設における指針に基づき、虐
待の防止の徹底を行うものとする。

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定特定施設入居者生活
介護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年1回
以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実
施することが重要である。

研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、施設
内での研修で差し支えない。

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することと
する。その際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の
再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る必要がある。

イ　虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること
ロ　虐待の防止のための指針の整備に関すること
ハ　虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
ニ　虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
ホ　従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切
に行われるための方法に関すること
ヘ　虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実
な防止策に関すること
ト　前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。

イ　施設における虐待の防止に関する基本的考え方
ロ　虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項
ハ　虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
ニ　虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
ホ　虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
ヘ　成年後見制度の利用支援に関する事項
ト　虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
チ　入居者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
リ　その他虐待の防止の推進のために必要な事項
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指定小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつ
つ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めて
おかねばならない。

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定
めておくよう努めなければならない。

協力医療機関及び協力歯科医療機関は、当該指定小規模多機能型居宅介護
事業所から近距離にあることが望ましい。

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間
における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介
護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

【運営に関する基準】　協力医療機関等

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間
における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病
院等のバックアップ施設との間の連携及び支援の体制を整えなければならな
い旨を規定したものである。これらの協力医療機関やバックアップ施設から、利
用者の入院や休日夜間等における対応について円滑な協力を得るため、当該
協力医療機関等との間であらかじめ必要な事項を取り決めておくものとする。

前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者
指定特定施設における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げ
る措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担
当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが
望ましい。

居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従
業者が１名だけということがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の
開催や研修を定期的にしなければならないのか。
3.3.26 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３
月26日）」の送付について ／1

・虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との
連携を密にして、規模の大小に関わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的
に実施していただきたい。小規模事業所においては他者・他機関によるチェック
機能が得られにくい環境にあることが考えられることから、積極的に外部機関
等を活用されたい。

・例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっては、法人内
の複数事業所による合同開催、感染症対策委員会等他委員会との合同開催、
関係機関等の協力を得て開催することが考えられる。

・研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所
や他委員会との合同開催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、
複数の小規模事業所による外部講師を活用した合同開催等が考えられる。
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指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当
たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型通所
介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業
所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域
包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等に
より構成される協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす
る。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用に
ついて当該利用者等の同意を得なければならない。）（以下この項において「運
営推進会議」という。）を設置し、おおむね六月に一回以上、運営推進会議に対
し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会
議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
※看護小規模多機能はおおむね二月に一回以上

指定小規模多機能型居宅介護の事業が小規模であること等から、利用者から
の苦情がない場合にも、市町村が定期的又は随時に調査を行うこととし、指定
小規模多機能型居宅介護事業者は、市町村の行う調査に協力し、市町村の指
導又は助言に従って必要な改善を行わなければならないこととしたものであ
る。

市町村は、妥当適切な指定小規模多機能型居宅介護が行われているか確認
するために定期的又は随時に調査を行い、基準を満たさない点などを把握した
場合には、相当の期限を定めて基準を遵守するよう勧告を行うなど適切に対応
するものとする。

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、市町村の求めに応じ、当該事業所
の運営規程の概要や勤務体制、管理者及び介護支援専門員等の資格や研修
の履修状況、利用者が負担する料金等の情報について提出するものとする。さ
らに、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該情報について自ら一般に
公表するよう努めるものとする。

【運営に関する基準】　地域との連携等

【運営に関する基準】　調査への協力等

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅
介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定小規模多機能型
居宅介護が行われているかどうかを確認するために市町村が行う調査に協力
するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又
は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
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指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等につい
ての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

＜運営推進会議＞

運営推進会議はおおむね2月に1回開催とされているが、定期開催は必須か。
18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活
介護等に関するQ&A ／12

必須である。

指定小規模多機能型居宅介護事業所は、１年に１回以上、サービスの改善及
び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点
検（自己評価）を行うとともに、当該自己評価結果について、運営推進会議にお
いて第三者の観点からサービスの評価（外部評価）を行うこととし、実施にあ
たっては以下の点に留意すること。また、運営推進会議の複数の事業所の合
同開催については、合同で開催する回数が、１年度に開催すべき運営推進会
議の開催回数の半数を超えないこととするとともに、外部評価を行う運営推進
会議は、単独開催で行うこと。

イ　自己評価は、①事業所の全ての従業者が自ら提供するサービス内容につ
いて振り返りを行い、②その上で他の従業者の振り返り結果を当該事業所の
従業者が相互に確認しながら、現状の課題や質の向上に向けて必要となる取
組等について話し合いを行うことにより、小規模多機能型居宅介護事業所とし
て提供するサービスについて個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全
体の質の向上につなげていくことを目指すものである。

ロ　外部評価は、運営推進会議において、当該事業所が行った自己評価結果
に基づき、当該事業所で提供されているサービスの内容や課題等について共
有を図るとともに、利用者、市町村職員、地域住民の代表者等が第三者の観
点から評価を行うことにより、新たな課題や改善点を明らかにすることが必要で
ある。

ハ　このようなことから、運営推進会議において当該取組を行う場合には、市町
村職員又は地域包括支援センター職員、指定小規模多機能型居宅介護に知
見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要であること。

ニ　自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供す
るとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表シ
ステムを活用し公表することが考えられるが、法人のホームページへの掲載、
事業所内の外部の者にも確認しやすい場所への掲示、市町村窓口や地域包
括支援センターへの掲示等により公表することも差し支えない。

ホ　指定小規模多機能型居宅介護の特性に沿った自己評価及び外部評価の
在り方については、平成25年度老人保健健康増進等事業「運営推進会議等を
活用した小規模多機能型居宅介護の質の向上に関する調査研究事業」（特定
非営利活動法人全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会）を参考に行うも
のとし、サービスの改善及び質の向上に資する適切な手法により行うこと。
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＜運営推進会議＞

運営推進会議の構成員である「小規模多機能型居宅介護について知見を有す
る者」とは、具体的にどのような職種や経験等を有するのか。
18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地
域密着型サービスに関するQ&A ／17

小規模多機能型居宅介護について知見を有する者とは､学識経験者である必
要はなく、高齢者福祉や認知症ケアに携わっている者なども含め、小規模多機
能型居宅介護について知見を有する者として客観的､専門的な立場から意見を
述べることができる者を選任されたい。

＜運営推進介護を活用した評価について＞

　小規模多機能型居宅介護の運営推進会議には、地域密着型サービス基準
が定める全てのメンバー（利用者、市町村職員、地域住民の代表者（町内会役
員、民生委員、老人クラブの代表等））が毎回参加することが必要となるのか。
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関す
るQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／160

　毎回の運営推進会議に、全てのメンバーが参加しなければならないという趣
旨ではなく、会議の議題に応じて、適切な関係者が参加することで足りるもので
ある。
　ただし、運営推進会議のうち、今般の見直しにより導入する「運営推進会議を
活用した評価」として実施するものについては、市町村職員又は地域包括支援
センター職員、小規模多機能型居宅介護に知見を有し公正・中立な第三者の
立場にある者の参加が必須である。

＜運営推進会議＞

運営推進会議の構成員について、「利用者、利用者の家族、地域の代表者、市
町村の職員又は地域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護に
ついて知見を有する社等」とあるが、これらの者は必ず構成員とする必要があ
るのか。
また、同一人が「利用者の家族」と「地域の代表者(町内会役員等）」、「地域住
民の代表者(民生委員等）」と「知見を有する者」などを兼ねることは可能か。
18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地
域密着型サービスに関するQ&A ／16

1　運営推進会議は、各地域密着型サービス事業所が、利用者、市町村職員、
地域の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることによ
り､事業所による利用者の｢抱え込み｣を防止するとともに、地域との連携が確
保され、かつ地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図
ることを目的として設置するものであり､原則として、上記の者を構成員とする
必要がある。
2　「利用者の家族」については､利用者の家族として事業運営を評価し、必要
な要望等を行うものであり､利用者の声を代弁するといった役割もあるため、他
の構成員とは立揚が異なることから、兼務することは想定していないが、「地域
住民の代表者」と「知見を有する者」との兼務は　あり得ると考えられる。
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指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民
又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らな
ければならない。

指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した
指定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派
遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力
するよう努めなければならない。

介護サービス相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市町村との密
接な連携に努めることを規定したものである。なお、「市町村が実施する事業」
には、介護サービス相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会
その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれるものである。

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在
する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を
提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域
密着型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。

＜運営推進介護を活用した評価について＞

　小規模多機能型居宅介護事業所が、平成27年度の評価について、改正前の
制度に基づき、指定外部評価機関との間で既に実施契約を締結しているが、
あくまでも改正後の手法により評価を行わなければならないのか。
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関す
るQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／161

　改正前の制度に基づき、指定外部評価機関との間で既に実施契約を締結し
ている指定小規模多機能型居宅介護事業者については、平成27年度に限り、
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第３条
の37第１項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第１項（第182条第１項
において準用する場合を含む。）に規定する運営推進会議を活用した評価の実
施等について」（平成27年３月27日付老振発第0327第４号・老老発第0327第１
号）によりお示ししている評価手法によらず、改正前の制度に基づく外部評価を
実施した上で、当該評価結果を運営推進会議に報告し公表することにより、改
正省令に基づく評価を行ったものとみなして差し支えない。

高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業所が当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者に指
定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合、当該高齢者向け集合
住宅等に居住する要介護者のみを対象としたサービス提供が行われないよう、
第３条の８の正当な理由がある場合を除き、地域包括ケア推進の観点から地
域の要介護者にもサービス提供を行わなければならないことを定めたものであ
る。

なお、こうした趣旨を踏まえ、地域の実情に応じて市町村が条例等を定める場
合や、地域密着型サービス運営委員会等の意見を踏まえて指定の際に条件を
付す場合において、例えば、当該事業所の利用者のうち、一定割合以上を当
該集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の
規定を設けることは差し支えないものである。この際、自立支援や重度化防止
等につながるようなサービス提供がなされているか等、サービスの質が担保さ
れているかが重要であることに留意すること。
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指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応
型訪問介護看護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定定期巡回・随時対
応型訪問介護看護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければなら
ない。

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者、設備、備品及び
会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

【運営に関する基準】　会計の区分

【運営に関する基準】　記録の整備

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期
巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備
し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一　定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画
二　第三条の十八第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記
録
三　第三条の二十三第二項に規定する主治の医師による指示の文書
四　第三条の二十四第十一項に規定する訪問看護報告書
五　第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録
六　第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録
七　第三条の三十八第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処
置についての記録

【運営に関する基準】　居住機能を担う併設施設等への入居

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、可能な限り、利用者がその居宅にお
いて生活を継続できるよう支援することを前提としつつ、利用者が第六十三条
第六項に掲げる施設等その他の施設へ入所等を希望した場合は、円滑にそれ
らの施設へ入所等が行えるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者（以下「事
業者等」という。）の書面の保存等に係る負担の軽減を図るため、事業者等は、
この省令で規定する書面（被保険者証に関するものを除く。）の作成、保存等を
次に掲げる電磁的記録により行うことができることとしたものである。

①　電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法によるこ
と。
②　電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。
ア　作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
イ　書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記
録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディス
ク等をもって調製するファイルにより保存する方法
③　その他、基準第31条第１項において電磁的記録により行うことができるとさ
れているものは、①及び②に準じた方法によること。
④　また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン
ス」及び厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を
遵守すること。

【雑則】電磁的記録等

指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作
成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面（書
面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚
によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以
下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第
七条（第三十条において準用する場合を含む。）及び第十三条第二十四号（第
三十条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）に
ついては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方
式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で
あって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うこと
ができる。

指定通所介護事業者が同項各号に規定する記録を整備し、２年間保存しなけ
ればならないこととしたものである。

なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契約の解約・解
除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により一連のサービ
ス提供が終了した日を指すものとする。

＜指定基準の記録の整備の規定について＞
指定基準の記録の整備の規定における「その完結の日」の解釈が示された
が、指定権者が独自に規定を定めている場合の取扱い如何。
3.3.26 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３
月26日）」の送付について ／2
指定権者においては、原則、今回お示しした解釈に基づいて規定を定めていた
だきたい。なお、指定権者が独自に規定を定めている場合は、当該規定に従っ
ていれば、指定基準違反になるものではない。
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利用者及びその家族等（以下「利用者等」という。）の利便性向上並びに事業者
等の業務負担軽減等の観点から、事業者等は、書面で行うことが規定されてい
る又は想定される交付等（交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類する
ものをいう。）について、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁
的方法によることができることとしたものである。

①　電磁的方法による交付は、基準第４条第２項から第８項までの規定に準じ
た方法によること。
②　電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意
思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年
６月19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。
③　電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確に
する観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用す
ることが望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内閣府・
法務省・経済産業省）」を参考にすること。
④　その他、基準第31条第２項において電磁的方法によることができるとされ
ているものは、①から③までに準じた方法によること。ただし、基準又はこの通
知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこ
と。
⑤　また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医
療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及
び厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守
すること。

指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、交
付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のう
ち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定される
ものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的
方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができな
い方法をいう。）によることができる。
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